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 中小企業への影響は- 

 １２０年ぶりの
 民法改正
時効や保証、約款、賃貸借契約など多岐にわたる大改正

特 集 1

導入が進む
キャッシュレス決済

特 集 3

5割が導入も決済手数料が課題か

キャッシュレス決済アンケート調査

民法改正のポイント

2020

同
一
労
働
同
一
賃
金

特
集
2

中
小
企
業
は
猶
予
が
あ
る
か
ら

大
丈
夫
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

 

対
応
が
迫
ら
れ
る

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

6

15商工会議所共済制度
メンバーズパーク

18商工会議所カレンダー
19ふるさと歴史民俗散歩
23インフォメーション

8商工会議所かわら版

16

○退職金・健康経営セミナー
○マル経融資
○特定退職金共済
○広告・有料折込のお知らせ

○新車導入をお考えの皆様へ
　（㈱CAREVO）
○働き方改革推進支援セミナー
　（㈱あしたのチーム）
○講習のご案内
　（コマツ教習所㈱栃木センタ）



時効期間の
判断を容易化
【第166条関係】

業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原
則として「知った時から５年」に

法定利率についての
不公平感の是正
【第404条関係】

安易に保証人と
なることによる
被害の発生防止
【第465条の６～９関係】

取引の
安定化・円滑化
【第548条の２～４関係】

消滅時効

法定利率を現行の年５％から年３％に引き
下げた上、市中の金利動向に合わせて変
動する制度を導入

法定利率

事業用の融資について、経営者以外の保
証人については公証人による意思確認手
続を新設

保　　証

定型約款を契約内容とする旨の表示があ
れば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則（民法１条２項）に反して相手方
の利益を一方的に害する条項は無効と明
記。定型約款の一方的変更の要件を整備

約　　款

意思能力（判断能力）を有しないでした法律
行為は無効であることを明記

意思能力

将来債権の譲渡（担保設定）が可能である
ことを明記

将来債権の譲渡

賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関
する基本的なルールを明記

賃貸借契約

【第３条の２関係】

【第466条の６関係】

【第621条、
  第622条の２関係】

現状

起算点

原 則

原 則

権利を行使することが
できる時から 個人間の貸金債権など10年

1年

2年

3年

5年

飲食料、宿泊料など

弁護士、公証人の報酬、
小売商人、卸売商人等の

売掛代金など

医師、助産婦の
診療報酬など

商行為によって
生じた債権

権利を行使することが
できる時から

権利を行使することが
できる時から

職業別

商 事

時効期間

時効期間

具体例

起算点

知った時から

シンプルに統一化

5年

10年権利を行使することができる時から

改正法

表３　消滅時効

表1　民法改正のポイント 1　社会経済の変化への対応

表２　民法改正のポイント 2　国民一般に分かりやすい民法

3 March  2020 2

大
幅
な
改
正
に
よ
っ
て

現
実
に
即
し
た
わ
か
り
や
す
い
民
法
へ

　

明
治
29
（
１
８
９
６
）
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法

が
改
正
さ
れ
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

改
正
内
容
は
、債
権
※
関
係
の
規
定
（
契
約
な
ど
）

が
見
直
さ
れ
た
も
の
で
す
。
実
は
債
権
関
係
の
規

定
は
、
民
法
制
定
か
ら
現
在
ま
で
、
約
１
２
０
年

間
も
ほ
ぼ
改
正
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

１
２
０
年
の
間
に
、
社
会
も
経
済
も
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
。
当
然
、
法
律
と
実
際
の
状
況
の

間
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ズ
レ
が
生
じ
て
き
ま
す
。

そ
の
ズ
レ
を
、
裁
判
所
の
判
例
の
積
み
重
ね
や
、

法
律
の
解
釈
な
ど
で
カ
バ
ー
し
て
き
た
の
で
す
が
、

さ
す
が
に
限
界
を
迎
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
平
成
21
（
２
０
０
９
）
年
か
ら
５
年

を
か
け
て
議
論
し
て
改
正
案
が
ま
と
め
ら
れ
、
29

（
２
０
１
７
）
年
５
月
に
国
会
で
成
立
、
令
和
２

（
２
０
２
０
）
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

改
正
は
、
大
き
く
２
つ
の
目
的
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

第
一
は
、
社
会
経
済
の
変
化
へ
の
対
応
で
す
。

こ
れ
に
よ
る
改
正
ポ
イ
ン
ト
は
「
消
滅
時
効
」「
法

定
利
率
」「
保
証
」「
約
款
」
の
４
つ
で
す
（
表
１
）。

　

第
二
は
、
国
民
一
般
に
わ
か
り
や
す
い
民
法
に

す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
改
正
ポ
イ
ン
ト
は

「
意
思
能
力
」「
将
来
債
権
の
譲
渡
」「
賃
貸
借

契
約
」
の
３
つ
で
す
（
表
２
）。

　

こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
会
員
の
皆
さ
ま
の
企
業
活

動
に
大
き
く
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
項
目
を
選

ん
で
、
横
山
弁
護
士
に
よ
る
解
説
を
交
え
な
が
ら

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

消
滅
時
効
の
年
数
が

原
則
５
年
に
統
一

   

消
滅
時
効

　

消
滅
時
効
と
は
、
債
権
者
が
一
定
期
間
権
利

を
行
使
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権
が
消
滅
す

る
と
い
う
制
度
の
こ
と
で
す
。

　

債
権
は
発
生
か
ら
長
期
間
が
経
過
す
る
と
、

証
拠
が
散
逸
し
て
債
権
者
に
と
っ
て
不
利
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
債
務
者
に
と
っ
て
も
、

請
求
さ
れ
て
い
る
債
務
が
実
は
自
分
の
も
の
で
は

な
い
場
合
や
金
額
が
違
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
立
証
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、一
定
期
間
で
債
権
が
消
滅
す
る
制
度
が
設

け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

改
正
前
の
民
法
で
は
、
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
債

権
が
消
滅
す
る
ま
で
の
期
間
を
原
則
10
年
と
し

た
上
で
、
債
権
の
種
類
に
よ
っ
て
短
い
も
の
も
認
め

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
原
則
５
年
に
統
一
し
ま

し
た
。
た
だ
し
、
債
権
者
自
身
が
自
分
に
債
権

の
行
使
が
で
き
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
10
年
に

な
り
ま
す
。（
表
3
）

　　

こ
れ
ま
で
、
債
権
の
種
類
に
よ
っ
て
時
効
期
間

が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
医
師
の
診
療
報

酬
は
３
年
、
飲
食
代
金
は
１
年
、
商
取
引
の
債
権

は
５
年
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
こ
れ
で
は
煩
雑
で
す

し
、
ト
ラ
ブ
ル
も
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、

今
回
の
改
正
で
原
則
５
年
に
統
一
さ
れ
、
分
か
り

や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

経
営
者
が
気
を
付
け
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、

労
働
基
準
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
賃
金
の
時
効
が

2
年
だ
っ
た
も
の
が
、
民
法
改
正
に
併
せ
て
当
面

の
間
は
3
年
に
延
長
さ
れ
、
将
来
的
に
は
5
年

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

　

残
業
代
の
未
払
訴
訟
が
こ
れ
に
該
当
す
る
た

め
、
民
法
改
正
を
受
け
て
労
働
者
側
か
ら
企
業
へ

の
未
払
残
業
代
請
求
が
こ
れ
か
ら
増
加
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
4
月
に
は
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
が
中
小
企
業
も
対
象
に
な
る
た
め
、

労
働
時
間
の
状
況
を
き
ち
ん
と
把
握
し
た
上
で
、

万
が
一
に
備
え
た
準
備
を
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

根
保
証
契
約
に
は

必
ず
極
度
額
を
定
め
る

   

保
証
①

　

今
回
の
改
正
で
は
、
個
人
が
保
証
人
に
な
る
ケ

ー
ス
で
の
保
証
人
保
護
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

会
社
な
ど
の
法
人
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

改
正
の
内
容
は
、
①
極
度
額
の
定
め
の
な
い
個

人
の
根
保
証
契
約
は
無
効
②
公
証
人
に
よ
る
保

証
意
思
確
認
の
手
続
き
を
新
設
、
が
主
な
も
の
で

す
。

① 

極
度
額
の
定
め
の
な
い

　

 

個
人
の
根
保
証
契
約
は
無
効

　

保
証
人
と
は
、
債
務
者
本
人
が
債
務
支
払
い

を
で
き
な
い
場
合
、
代
わ
っ
て
支
払
う
義
務
を
持

ち
ま
す
。
連
帯
保
証
人
の
場
合
は
債
権
者
に
支

払
い
能
力
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
請
求
さ
れ
れ

ば
支
払
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
い
ず

れ
も
こ
の
金
額
ま
で
と
い
う
極
度
額
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
債
務
者
が
複
数
の
借
金
を
し

て
い
る
場
合
で
も
、
保
証
し
て
い
る
債
務
以
外
の

支
払
い
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
根
保
証
の
場
合
、
債
務
者
の
持
つ
債

務
の
全
て
を
支
払
う
義
務
が
生
じ
ま
す
。
最
初

の
１
０
０
万
円
だ
け
の
保
証
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

債
務
者
が
次
々
と
金
を
借
り
た
場
合
、
そ
れ
ら

も
支
払
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

経
営
者
で
あ
れ
ば
、
自
社
の
事
業
資
金
や
運

転
資
金
の
融
資
を
受
け
る
た
め
に
、
根
保
証
契

約
を
し
た
経
験
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
は
経
営
の
状
況
に
応
じ
て
何
度
も
借
り
入
れ
る

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
度
に
保
証
人
契

約
を
結
ぶ
よ
り
も
、
根
保
証
契
約
の
方
が
手
間

を
省
け
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
一つ
間
違
え
る
と
、
保
証
人
は
際
限
の
な

い
借
金
に
苦
し
め
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
こ
れ
ま
で
も
金
銭
関
係
の
根
保
証
に
は
極
度

額
を
定
め
る
よ
う
、
義
務
付
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

時効や保証、約款、賃貸借契約など
多岐にわたる大改正

　令和２（２０２０）年４月１日から、債権
関係の条文が大きく改正された民法が施
行されます。企業活動にとって重要な改
正になりますので、その概略を当所議員
の横山幸子弁護士（横山法律事務所）
に聞きました。

 中小企業への影響は-

１２０年ぶりの
 民法改正

特集1／ 民法改正のポイント

債務者に対して一定の行為を請求しうることを内容とする権利 ↔ 債務
（例）金銭を貸した者が借り手に対してその返還を請求する権利など※債権とは…

特集1民法改正のポイント

横
山
先
生
の 

解
説 

❶

横山法律事務所

横山  幸子 弁護士



表５　通常損耗・経年変化

主債務に
含まれる債務

主債務に
含まれる債務

極度額

元本確定期日
（保証期間）

元本確定事由
（特別事情による
保証の終了）

極度額

元本確定期日
（保証期間）

元本確定事由
（特別事情による
保証の終了）

貸金等債務あり 貸金等債務なし
（賃借人の債務など）

貸金等債務あり 貸金等債務なし
（賃借人の債務など）

極度額の定めは
必 要

極度額の定めは
必 要

極度額の定めは
必 要

極度額の定めは
不 要

原則３年（最長５年）

原則３年
（最長５年） 制限なし

制限なし

破産・死亡などの
事情があれば
保証は打ち切り

破産・死亡などの
事情があれば
保証は打ち切り

破産・死亡などの事情が
（主債務者の破産等を除く）
あれば保証は打ち切り

特に定めなし

現状

改正法

（国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より）

通常損耗・経年変化に
当たる例

◎家具の設置による床、
　カーペットのへこみ、設置跡
◎テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
　（いわゆる電気ヤケ）
◎地震で破損したガラス
◎鍵の取替え（破損、鍵紛失のない場合）

通常損耗・経年変化に
当たらない例

◎引っ越し作業で生じたひっかきキズ

◎タバコのヤニ・臭い

◎飼育ペットによる柱等のキズ・臭い

◎日常の不適切な手入れもしくは
　用法違反による設備等の毀損

××

表4　根保証における極度額の定め
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2
　
一
方
で
賃
貸
借
契
約
や
継
続
売
買
取
引
な
ど
で

は
、極
度
額
の
設
定
は
不
要
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
契
約
で
も
、
極
度
額
を
定
め

な
い
こ
と
で
保
証
人
に
大
き
な
不
利
益
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
今
回
の
改
正
で
は
、

全
て
の
根
保
証
契
約
に
お
い
て
、
例
外
な
く
極
度

額
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
ま
し
た
。（
表
４
）

　

建
物
や
部
屋
の
賃
貸
借
契
約
の
場
合
、
一
般
に

は
賃
料
の
滞
納
程
度
し
か
想
定
し
て
い
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
借
家
が
借
主
の
落
ち
度
で
全
焼
し
て
、

そ
の
弁
償
を
借
主
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
想
定

し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
巨
額
の
支
払
い
を
求
め
ら

れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
賃
料
滞
納
に
つ
い
て
も
、
滞
納
期
間
に
よ

っ
て
は
か
な
り
の
金
額
の
請
求
を
受
け
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
保
証
人
が
滞
納
の
事

実
を
知
る
手
段
が
な
い
た
め
、
突
然
、
数
年
分
の

家
賃
を
請
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
て
の
根
保
証
に
極

度
額
の
設
定
を
義
務
付
け
て
、
個
人
の
保
護
を

目
指
し
た
の
が
、
今
回
の
改
正
の
趣
旨
で
す
。

個
人
の
保
証
人
は

保
証
意
思
確
認
が
必
須
に

   

保
証
②

② 

公
証
人
に
よ
る

　

 

保
証
意
思
確
認
の
手
続
き
を
新
設

　

保
証
人
と
い
う
制
度
は
現
代
の
経
済
活
動
、

企
業
活
動
に
浸
透
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
そ
の一

方
で
「
保
証
人
に
な
っ
た
こ
と
で
生
活
が
破
綻
し

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
個
人
が
安
心
し
て
保
証
人
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
防
護
策
が
定
め
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
今
回
の
民
法
改
正
で
は
、
個
人
が

会
社
の
事
業
用
融
資
に
関
し
て
保
証
人
に
な
る
場

合
に
は
、
公
証
人
に
よ
る
保
証
意
思
確
認
の
手
続

き
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
手
続
き
を
し

な
い
場
合
に
は
保
証
契
約
は
無
効
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
で
は
、
保
証
人
に
な
る
人
が
リ
ス
ク

を
き
ち
ん
と
把
握
し
た
上
で
保
証
し
よ
う
と
し
て

い
る
か
ど
う
か
の
「
意
思
確
認
」
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
、
公
証
人
は
公
正
証

書
の
作
成
を
拒
絶
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
公
正
証
書
は
、
代
理
人
で
は
作
成
で
き
な
い
点

も
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
ら
の
定
め
に
よ
っ
て
、
強

力
な
安
全
弁
の
役
割
を
果
た
す
と
期
待
で
き
ま

す
。

　

た
だ
し
、
主
債
務
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
、
そ

の
法
人
の
理
事
や
取
締
役
、
執
行
役
、
議
決
権

の
過
半
数
を
有
す
る
株
主
な
ど
が
保
証
人
の
場

合
は
、
意
思
確
認
は
不
要
で
す
。
ま
た
主
債
務

者
が
個
人
の
場
合
、
そ
の
人
と
共
同
で
事
業
を
行

っ
て
い
る
共
同
事
業
者
や
、
主
債
務
者
の
事
業
に

現
に
従
事
し
て
い
る
主
債
務
者
の
配
偶
者
（
例
え

ば
社
長
が
夫
で
専
務
や
経
理
が
配
偶
者
な
ど
）
の

場
合
も
、
意
思
確
認
は
不
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

定
型
約
款
の
定
義
、

ル
ー
ル
を
定
め
る

   

約
款

　

約
款
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
、
ご
く
当
た
り
前
の
も
の
で
す
。
不
特
定
多
数

の
業
者
を
対
象
に
取
引
を
行
う
事
業
者
が
、
詳

細
な
契
約
条
項
を
あ
ら
か
じ
め
作
っ
た
も
の
が

「
約
款
（
定
型
約
款
）」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

個
別
の
契
約
ご
と
に
い
ち
い
ち
詳
細
を
定
め
る
手

間
が
省
け
て
い
ま
す
。
事
業
者
に
と
っ
て
も
顧
客

に
と
って
も
便
利
な
方
法
で
す
。
そ
の一方
で
「
条

項
が
詳
細
な
の
で
、
全
部
を
読
む
こ
と
が
で
き
な

い
」
な
ど
、
顧
客
が
詳
細
な
内
容
を
確
認
し
な
い

ま
ま
契
約
を
締
結
す
る
ケ
ー
ス
も
、
日
常
的
に
あ

り
ま
す
。

　

民
法
に
は
こ
れ
ま
で
、
定
型
約
款
に
関
す
る
定

め
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
今
回
の
改
正

で
は
、
定
型
約
款
に
つ
い
て
現
状
に
即
し
た
形
で

定
義
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ル
ー
ル
を
定
め
ま
し

た
。

　

定
型
約
款
が
契
約
の
内
容
と
な
る
た
め
に
は
、

当
事
者
間
で
「
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す

る
旨
の
合
意
を
し
て
い
る
」「
定
型
約
款
を
契
約

内
容
と
す
る
と
あ
ら
か
じ
め
表
示
し
て
い
る
」
の

ど
ち
ら
か
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
良
い
、
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
信
義
則
（
権
利
の
行
使
や
義

務
の
履
行
は
、
た
が
い
に
相
手
の
信
頼
を
裏
切
ら

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
）

に
反
し
て
顧
客
の
利
益
を
一
方
的
に
損
な
う
よ
う

な
条
項
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、
顧
客
が
約
款
を
き
ち
ん
と
読
ま
な
く

て
も
契
約
は
成
立
し
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
不
当

な
項
目
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
契
約
が
長
く
続
く
（
例
え
ば
借
家
の

賃
貸
契
約
や
携
帯
電
話
の
契
約
な
ど
）
場
合
に
、

事
業
者
が
定
款
の
内
容
を
一
方
的
に
変
更
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
変
更
が
顧
客
の一
般

の
利
益
に
適
合
す
る
場
合
」「
変
更
が
契
約
の
目

的
に
反
せ
ず
、
か
つ
、
変
更
に
係
る
諸
事
情
に
照

ら
し
て
合
理
的
な
場
合
」
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る

と
し
て
い
ま
す
。

　

定
型
約
款
が
民
法
に
組
み
込
ま
れ
、
法
的
な

裏
付
け
が
で
き
た
こ
と
で
、
今
後
は
さ
ら
に
利
用

さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
取
引
を
行
う
場
合
、

利
用
規
約
の
同
意
欄
に
チ
ェッ
ク
を
つ
け
る
こ
と
で

も
有
効
な
契
約
と
な
り
ま
す
の
で
、
ま
す
ま
す
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
取
引
が
増
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

約
款
は
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
ビ
ジ
ネ
ス
商
取

引
を
便
利
に
す
る
も
の
で
す
が
、
一
方
で
契
約
内

容
を
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
締
結
し
て
し
ま
う
こ
と

で
、
顧
客
に
不
利
益
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
今
回
の
改
正
で
は
、
利
便
性
を
持
た
せ
つ
つ
、

利
用
者
の
保
護
も
し
っ
か
り
と
行
う
よ
う
に
定
め

て
い
ま
す
。

賃
貸
借
契
約
の

さ
ま
ざ
ま
な
慣
行
を
明
文
化

   

賃
貸
借
契
約

　

建
物
や
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
屋
な
ど
の

賃
貸
借
契
約
に
つい
て
は
、
長
年
「
敷
金
＋
礼
金
」

と
い
う
商
慣
行
が
あ
り
ま
す
。
礼
金
は
貸
し
て

も
ら
っ
た
お
礼
と
し
て
大
家
さ
ん
に
あ
げ
る
も
の
、

敷
金
は
い
わ
ば
保
証
金
と
し
て
大
家
さ
ん
に
預

け
、
退
去
時
（
契
約
終
了
時
）
に
返
却
し
て
も

ら
う
も
の
、と
い
う
も
の
で
す
が
、実
際
に
は
「
敷

金
が
返
っ
て
こ
な
い
」
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
通
常
の
賃
貸
借
契
約
に
は
退
去
時
に

は
原
状
回
復
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の

程
度
ま
で
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つい

て
も
、
曖
昧
で
し
た
。

　

民
法
に
も
、
敷
金
や
原
状
回
復
に
つい
て
の
ル
ー

ル
は
、
こ
れ
ま
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
ま

し
た
。

◎
敷
金

賃
料
債
務
を
担
保
す
る
目
的
で
、
賃
借
人
が
賃

貸
人（
大
家
さ
ん
な
ど
）に
交
付
す
る
金
銭
。「
礼

金
」「
権
利
金
」「
保
証
金
」
な
ど
の
名
称
で
あ

っ
て
も
、
目
的
が
担
保
で
あ
れ
ば
法
的
に
は
す
べ

て
敷
金
と
な
り
ま
す
。

◎
敷
金
返
却
時

賃
貸
借
が
終
了
し
て
賃
貸
物
の
返
還
を
受
け
た

時
に
は
、
貸
主
は
賃
料
な
ど
の
債
務
の
未
払
い
分

を
差
し
引
い
た
残
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

◎
原
状
回
復

賃
貸
物
に
損
傷
が
生
じ
た
場
合
、
原
則
と
し
て

借
り
た
人
（
賃
借
人
）
が
原
状
回
復
を
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
普
通
に
使
用
し
て

い
て
生
じ
た
通
常
損
耗
や
、
経
年
変
化
に
つ
い
て

は
、
そ
の
義
務
は
生
じ
ま
せ
ん
。（
表
５
）

　

賃
貸
借
契
約
で
の
ト
ラ
ブ
ル
で
多
い
の
は
、
敷

金
の
返
却
と
原
状
回
復
の
範
囲
で
す
。
以
前
は

返
さ
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
敷
金
で
す
が
、
近

年
は
賃
貸
主
や
不
動
産
業
者
の
意
識
が
変
わ
り
、

き
ち
ん
と
返
還
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
ま
し

た
。
ま
た
原
状
回
復
に
つ
い
て
も
「
通
常
損
耗
や

経
年
変
化
は
原
状
回
復
に
含
ま
れ
な
い
」
と
い
う

ル
ー
ル
が
定
着
し
て
き
て
お
り
、
今
回
の
改
正
で

そ
れ
が
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
今
後
は
さ
ら

に
進
む
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
は
賃
貸
住
宅
だ
け
で
な
く
、
事

務
所
や
店
舗
等
も
含
ま
れ
ま
す
。
特
に
、
飲
食

店
な
ど
は
、
内
装
等
を
改
装
し
て
営
業
す
る
ケ
ー

ス
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
建
物
の

価
値
が
上
が
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
、
退
去
時
に

原
状
復
帰
を
求
め
ら
れ
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す

が
、
ト
ラ
ブ
ル
に
繋
が
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
の

で
、
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ
際
に
は
当
事
者
間
で
き

ち
ん
と
合
意
形
成
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
法

律
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
一
歩
前
進
で
す
が
、
実

際
に
は
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
予
め
し
っ

か
り
と
話
し
合
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　

       　

※　
　
　

※　
　
　

※

　
い
か
が
で
し
た
か
？　

債
権
関
係
の
大
き
な
改
正

で
す
か
ら
、
こ
の
特
集
で
は
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
企
業
活
動
に
影
響
が
あ
る

部
分
を
中
心
に
記
事
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
当
所
で
は
無
料
で
「
法
律
相
談
」
を

毎
月
開
催
（
日
程
等
は
14
頁
の
専
門
相
談
の
記

事
に
掲
載
）
し
て
い
ま
す
。
民
法
改
正
等
を
含
め

て
経
営
に
お
け
る
幅
広
い
法
律
に
関
す
る
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
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中
小
企
業
は

令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
か
ら

　
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」（「
短
時

間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の

改
善
等
に
関
す
る
法
律
」）
が
、
今
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
中
小
企
業
は
１
年
の
猶
予
が

あ
り
、
施
行
は
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
４
月
１
日

で
す
。

　

こ
れ
は
、
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
（
パ

ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
嘱
託
な
ど
短
時
間
労
働
者
、

有
期
雇
用
労
働
者
）
の
間
に
あ
る
、
不
合
理
な
待

遇
格
差
を
是
正
し
、
同
じ
労
働
に
対
し
て
は
同
じ

対
価
を
払
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
趣
旨
の
法
律
で
す
。

　

言
い
変
え
れ
ば
、
同
じ
企
業
で
働
く
正
規
労
働

者
と
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
有
期
雇
用
労
働
者

な
ど
の
非
正
規
労
働
者
と
の
間
に
、
不
合
理
な
待
遇

格
差
を
つ
く
って
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。（
そ

の
た
め
、
正
規
労
働
者
同
士
、
非
正
規
労
働
者
同

士
の
待
遇
差
は
対
象
外
で
す
。）
そ
の
範
囲
は
基
本

給
だ
け
で
な
く
賞
与
、
各
種
手
当
、
福
利
厚
生
、

教
育
訓
練
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
待
遇
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

不
合
理
な
待
遇
の
格
差
を
な
く
す
こ
と
で
、
多
く

の
企
業
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
パ

ー
ト
や
有
期
雇
用
労
働
者
な
ど
の
非
正
規
労
働
者
の

や
る
気
が
あ
が
り
、
効
率
化
や
業
績
ア
ッ
プ
な
ど
、

企
業
の
発
展
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

不
合
理
な
待
遇
差
は
禁
止
、

説
明
義
務
も

　

法
律
で
は
大
ま
か
に
いっ
て
次
の
２
点
が
、
待
遇
の

規
定
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

①
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
と
の
間
で
「
業

務
の
内
容
や
責
任
の
度
合
い
な
ど（
職
務
内
容
）」

や
「
人
事
異
動
・
配
置
転
換
、
転
勤
の
有
無
や

そ
の
範
囲（
職
務
内
容
や
配
置
の
変
更
の
範
囲
）」

が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
待
遇
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

②
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
の
間
で
「
業
務

の
内
容
や
責
任
の
度
合
い
な
ど
（
職
務
内
容
）」

や
「
人
事
異
動
・
配
置
転
換
、
転
勤
の
有
無
や

そ
の
範
囲（
職
務
内
容
や
配
置
の
変
更
の
範
囲
）」

「
そ
の
他
、
成
果
や
能
力
、
経
験
な
ど
の
事
情
」

が
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
違
い
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

配
慮
し
て
待
遇
を
決
め
る
こ
と
。

　

こ
の
２
つ
が
、
い
わ
ば
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則

で
す
。
①
は
「
均
等
待
遇
規
定
」
②
は
「
均
衡
待

遇
規
定
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
①
は
ま
さ
に
「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
そ
の
も
の
の
規
定
で
す
が
、一 

方

で
②
で
は
、
止
む
を
得
ず
差
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
差
の
理
由
が
合
理
的
で

あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
事

業
主
に
は
次
の
説
明
義
務
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
非
正
規
労
働
者
を
雇
用
す
る
際
に
、
賃
金
や
教

育
訓
練
、
福
利
厚
生
と
い
っ
た
雇
用
管
理
上
の

措
置
の
内
容
を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
義
務

②
非
正
規
労
働
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
、
正
規

労
働
者
と
の
間
の
待
遇
差
の
内
容
・
理
由
な
ど

を
説
明
す
る
義
務

　

さ
ら
に
、
非
正
規
労
働
者
が
説
明
を
求
め
た
か

ら
と
言
っ
て
、
そ
の
人
に
対
し
て
不
利
益
な
取
り
扱

い
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
同
一
労
働
同
一
賃
金

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
活
用

　

さ
て
、
ま
ず
最
初
に
自
社
は
対
応
が
必
要
か
ど

う
か
を
、
チ
ェッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

図
１
は
厚
生
労
働
省
の
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期

雇
用
労
働
法
対
応
の
た
め
の
取
組
手
順
書
」
に
載
っ

て
い
る
チ
ェッ
ク
図
で
す
。

　

①
非
正
規
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
は
必

ず
対
応
が
必
要
で
す
。
続
く
②
の「
正
規
労
働
者

と
非
正
規
労
働
者
と
の
間
に
待
遇
格
差
が
あ
る
か
」

は
、
わ
か
り
や
す
い
例
で
言
え
ば
、
通
勤
手
当
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
正
規
労
働
者
に
は
通
勤
手
当
を
支

給
し
、
非
正
規
労
働
者
に
は
支
給
し
て
い
な
い
場
合

は
待
遇
差
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

も
し
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
、
賃
金
体
系
や
社
内

規
定
な
ど
を
チ
ェッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

　

続
く
③
が
、
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
こ
ま
で

説
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
待
遇
差
は
無
い
か
、
あ
る

場
合
に
は
合
理
的
な
説
明
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
求
め
ら
れ
れ
ば
い
つ
で
も
き
ち
ん
と
説
明

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
説
明
で
き
な

い
場
合
は
こ
れ
か
ら
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

対
応
が
必
要
と
分
か
れ
ば
、
次
は
何
を
ど
の
よ
う

に
し
て
決
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
概
要
を
説

明
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
基
本
給
に
つい
て

1 

能
力
ま
た
は
必
要
に
応
じ
て

2 

業
績
ま
た
は
成
果
に
応
じ
て

3 

勤
続
年
数
に
応
じ
て

　

支
給
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
が
同
一

で
あ
れ
ば
、
正
規
・
非
正
規
の
間
に
支
給

額
な
ど
の
差
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ

ま
す
。
逆
に
1
〜
3
に
お
い
て
同
一で
な
い

場
合
に
は
、
そ
の
違
い
に
応
じ
た
支
給
を

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、

客
観
的
・
具
体
的
な
実
態
に
照
ら
し
、
明

確
な
基
準
に
従
っ
て
決
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
賞
与
は
正
規
・
非
正
規
間
の
差

が
出
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
賞
与
が

「
労
働
者
が
ど
れ
だ
け
会
社
に
貢
献
し
た

か
」
を
判
定
し
て
出
す
も
の
で
あ
れ
ば
、

正
規
・
非
正
規
の
別
な
く
貢
献
部
分
を
算

定
し
、そ
れ
に
応
じ
た
支
給
が
必
要
で
す
。

「
パ
ー
ト
さ
ん
に
は
感
謝
の
気
持
ち
と
し

て
」
と
い
う
支
給
の
仕
方
で
は
、
合
理
的

と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

役
職
手
当
も
、
正
規
・
非
正
規
を
問
わ

ず
同
じ
役
職
に
は
同
じ
支
給
を
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
時
間
外
や
休
日
出
勤
、

深
夜
労
働
な
ど
に
つ
い
て
も
、
正
規
・
非

正
規
と
も
に
同
じ
割
増
率
で
支

給
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

詳
細
は
、
以
下
の
Q
R
コ
ー

ド
を
読
み
込
む
と
厚
生
労
働
省

の
ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
か
で
き
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら

を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

   　
　
　
　
　
　
　
　

※　
　
　

※　
　
　

※

　

同
一
労
働
同
一
賃
金
と
い
う
理
念
は
、
決
し
て
難

し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
を
実
際

の
企
業
活
動
の
中
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
、
専
門
家
の
力
を
借

り
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、

自
社
の
給
与
規
定
、
就
労
規
則
、
業
務
手
順
、
勤

務
体
制
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
見
直
す
こ
と
も

必
要
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
就
業
規
則
等
の
変
更
に
は

労
働
者
と
の
話
し
合
い
も
不
可
欠
で
す
。

　

中
小
企
業
は
1
年
の
猶
予
が
あ
り
ま
す
が
、
決

し
て
長
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
対
応
を
始
め
な

い
と
間
に
合
わ
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の

記
事
を
読
ん
で
、
自
社
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
た

経
営
者
の
み
な
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
対
応
を
ス
タ
ー
ト
し

て
く
だ
さ
い
。

同一労働同一賃金
ガイドライン

　働き方改革の一環として、正規労働者と
非正規労働者との間にある待遇格差の是正
をめざす「同一労働同一賃金」がまもなくス
タートします。その概要を栃木労働局雇用
環境・均等室に聞きました。

  対応が迫られる
「同一労働
　同一賃金」

中小企業は
猶予があるから大丈夫と
思っていませんか？

特集2  同一労働同一賃金

問合せ

宇都宮商工会議所
働き方改革相談窓口
地域振興部

☎028-637-3131

栃木働き方改革推進支援センター
宇都宮市宝木本町１１４０－２００

（ＴＭＣ内１Ｆ）
フリーダイヤル 0800-800-8100

◎取材協力

栃木労働局雇用環境・均等室
宇都宮市明保野町1-4

 宇都宮第２地方合同庁舎
☎028-633-2795

正社員と
短時間労働者・有期雇用労働者
の待遇に違いはありますか？

いる

ある

いない

図1

対応の必要はありません。
将来雇用の予定がある場合は、
準備をしておきましょう。

待遇に違いがある場合は、待遇の違いが
働き方や役割の違いに応じたものであると

説明できますか？

今すぐ対応すべき
課題はありません。

待遇の違いが不合理であると
判断される可能性があるので、

不合理な待遇の違いの改善に向けて、
取組を進めましょう。

労働者から説明を求められたときに
待遇の違いの内容や

不合理な待遇差ではない理由について
説明できるよう、整理しておきましょう。

① 短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？

②

③

YES

YES

できないYES

NO

ない NO

できる NO

スタート

出典 : 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
　　　https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf
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新
春
懇
談
会
お
よ
び
新
年
会
を
開
催

２
月
事
業
推
進
例
会
を
開
催

女
性
部
だ
よ
り

青
年
部
だ
よ
り

　

毎
年
恒
例
の
新
春
懇
談
会
お
よ
び

新
年
会
を
、
１
月
29
日（
水
）に
市
内

ホ
テ
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
年
も
講
師
に
佐
藤
栄
一
・
宇
都

宮
市
長
を
お
招
き
し
、「
持
続
発
展

を
目
指
し
た
ま
ち
づ
く
り
～
未
来
都

市
う
つ
の
み
や
～
」を
テ
ー
マ
に
、

市
政
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
コ
ン
パ
ク
ト
シ

　

２
月
事
業
推
進
例
会
を
２
月
10
日

（
月
）、
市
内
ホ
テ
ル
を
会
場
に
開
催

し
ま
し
た
。

　

今
回
の
例
会
は
、
地
元
プ
ロ
ス

ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
が
地
域
に
根
付
き
、

安
定
的
に
継
続
し
て
い
く
た
め
に
、

各
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
と
青
年
部

が
得
意
分
野
を
生
か
し
て
連
携
し
、

宇
都
宮
全
体
の
街
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
活
動
を
共
に
つ
く
り
あ
げ
て
い

く
こ
と
を
目
的
に
、「
ス
ポ
ー
ツ
に

よ
る
街
づ
く
り
会
議
～
こ
の
会
議
で

宇
都
宮
は
変
わ
る
！
～
」と
題
し
て

開
催
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
地
元

の
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
で
あ
る
宇

都
宮
ブ
レ
ッ
ク
ス
の
鎌
田
眞
吾
社
長

と
宇
都
宮
ブ
リ
ッ
ツ
ェ
ン
の
廣
瀬
佳

テ
ィ
や
Ｌ
Ｒ
Ｔ
、
ス
マ
ー
ト
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
宇
都

宮
市
の
先
進
的
な
取
り
組
み
に
つ
い

て
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
。
特
に

環
境
問
題
に
つ
い
て
は
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
、

家
庭
用
太
陽
光
発
電
）の
活
用
に
つ

い
て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

新
春
懇
談
会
終
了
後
、
女
性
部

会
員
の
交
流
を
深
め
る
、
新
年
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
佐
藤
市
長
に

も
引
き
続
き
ご
参
加
い
た
だ
き
、
意

見
交
換
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、
楽
し

い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
新
春
懇
談
会
や
新
年
会

を
経
て
、
私
た
ち
女
性
部
も
時
代

の
流
れ
に
あ
わ
せ
て
変
わ
っ
て
い
く

必
要
性
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
幅
広
く
ア
ン
テ
ナ
を

張
っ
て
情
報
を
集
め
、
女
性
部
の
活

動
に
活
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
会
長　

福
田
泰
子
）

正
Ｇ
Ｍ
、
栃
木
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
の

江
藤
美
帆
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
部

長
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

　

第
一
部
で
は
、
各
チ
ー
ム
の
理
念

や
ビ
ジ
ョ
ン
、
組
織
運
営
や
チ
ー
ム

の
歴
史
、
活
動
実
績
な
ど
チ
ー
ム

紹
介
の
プ
レ
ゼ
ン
を
行
い
、
第
二
部

で
は
、
講
師
３
人
と
青
年
部
の
神

宮
会
長
を
パ
ネ
ラ
ー
に
、
坂
本
直
前

会
長
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い

ま
し
た
。

　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

白
熱
し
た
議
論
が
行
わ
れ
、
各
チ
ー

ム
の
内
情
や
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
地
元
へ
の
貢
献
活
動
な
ど
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
今
後
、
地
域
活

性
化
を
図
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
会
後
の
懇
親
会
で
は
、
講
師

や
チ
ー
ム
関
係
者
の
皆
さ
ま
と
席

を
共
に
し
、
所
属
選
手
の
サ
イ
ン
入

り
グ
ッ
ズ
な
ど
が
当
た
る
抽
選
会
を

行
い
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
チ
ー
ム
関

係
者
の
皆
さ
ま
、
青
年
部
メ
ン
バ
ー

の
皆
さ
ま
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
事
業
推
進
委
員
会

委
員
長　

浜
野　

達
哉
）

各チームの活動状況について話を聞く青年部メンバー

佐藤市長の講演に聴き入る女性部会員たち

新型コロナウイルスに関する企業（労務）の方向けQ&A 【厚生労働省】

厚生労働省では、新型コロナウイルス関する企業の方向けのQ&Aを公開しています。
感染の疑いがある労働者への対応方法から、
テレワーク導入に向けたサポート窓口の紹介などの情報が掲載されています。
詳細は以下のURLまたはQRコードからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

　南側 外来者専用駐車場は、下記の期間閉鎖いたします。車でお越しになる方は、正面
外来者駐車場をご利用いただくか、周辺のコインパーキング等をご利用ください。ご迷惑を
お掛けしますが、何とぞご理解くださるようお願い申し上げます

2020年3月17日（火）～3月22日（日）
栃木県産業会館の電気設備工事のため 

閉鎖期間

閉鎖理由

南側 外来者専用駐車場　一時閉鎖のお知らせ

総
務
部

☎
0
2
8-

6
3
7-

3
1
3
1

問合せ

会
員
の
皆
さ
ま
へ
お
知
ら
せ

年
会
費
の
お
支
払
い
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
度
の
宇
都
宮
商
工
会

議
所
の
年
会
費
は
４
月
30
日（
木
）

に
指
定
の
口
座
か
ら
振
替
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
銀
行
窓
口
等
で
お
支
払
い

の
方
に
は
、
後
日
納
付
書
を
送
付
い

た
し
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方

で
、
領
収
書
の
発
行
を
新
た
に
希

望
さ
れ
る
方
は
、
総
務
部
の
会
員

担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
領
収
書
の
発
行
を
お
申

込
み
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
同
様

に
発
行
し
ま
す
。

地
域
振
興
部

☎
0
2
8-

6
3
7-

3
1
3
1

問合せ

Ｇ
Ｓ
１（
旧
Ｊ
Ａ
Ｎ
）事
業
者
コ
ー
ド

Ｇ
Ｓ
１
事
業
者
コ
ー
ド
申
請
受
付
業
務
終
了

　

当
所
で
は
、
昭
和
60（
1
9
8
5
）

年
以
来
、
Ｇ
Ｓ
１
事
業
者
コ
ー
ド

の
申
請
受
付
業
務
を
行
っ
て
き
ま
し

た
が
、
本
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
、

商
工
会
議
所
に
お
け
る
本
事
業
に

関
す
る
す
べ
て
の
業
務
を
終
了
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

４
月
1
日
以
降
、
当
所
で
の
申

請
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
次

の
と
お
り
ご
対
応
く
だ
さ
る
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
４
月
１
日
以
降
の
手
続
き
に
つ
い
て

【
更
新
手
続
き
】

　

更
新
時
期
を
迎
え
た
事
業
者
さ
ま

に
は
、
従
来
ど
お
り（
一
財
）流
通
シ

ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
か
ら
更
新
申

請
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。
更
新
申
請

を
行
う
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（https://w
w

w
.dsri.jp

）か
ら
申
請

を
行
う
か
、
更
新
申
請
書
を（
一
財
）

流
通
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
へ
直

接
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
新
規
登
録
手
続
き
】

　
（
一
財
）流
通
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン

タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
申
請
書
類（「
は
じ
め
て

の
バ
ー
コ
ー
ド
ガ
イ
ド
」）が
必
要

な
場
合
は
、（
一
財
）流
通
シ
ス
テ
ム

開
発
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
当
所
で
は
、
申
請
書
類

を
配
布
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
Ｇ
Ｓ
１
事
業
者（
旧
Ｊ
Ａ
Ｎ
）

コ
ー
ド
に
つ
い
て
の
問
合
せ

（
一
財
）流
通
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー

Ｇ
Ｓ
１
事
業
者
コ
ー
ド
担
当

☎
０
３
-５
４
１
４
-８
５
１
１

令和２年度
宇都宮商工会議所

年会費
口座振替日

4月30日（木）

会費納入フローチャート

YES

NO 後日納付書
を送付

総務部会員担当まで
ご連絡ください

YES

YES

NO

NO

支払方法は
口座振替

領収書が必要

昨年は
領収書を発行

手続きは不要

手続きは不要



100

99

98

97

96

95

■流入通学者
■流入就業者
■地元就業者
■地元通学者

■流出就業者
■流出通学者

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

◎人口ランキング

鶴田町　　　　　　　　　　　　
駒生町　　　　　　　　　　　　
石井町　　　　　　　　　　　　
中岡本町　　　　　　　　　　　
平松本町　　　　　　　　　　　
下岡本町
御幸ケ原町　　　　　　　　　　
下栗町　　　　　　　　　　　　
西川田町　　　　　　　　　　　
宝木本町　　　　　　　　　　　

町名 人口（人）男性（人）女性（人）世帯数（世帯）
22,809

11,249

10,406

10,203

9,709

9,619

8,707

8,004

7,439

7,350

11,316

5,455

5,306

5,091

4,984

4,901

4,457

4,079

3,679

                          3,644

11,493

5,794

5,100

5,112

4,725

4,718

4,250

3,925

3,760

3,706

10,226

4,934

4,821

3,872

4,750

4,251

4,018

3,462

3,198

2,964

行政区域
姿川
城山
平石
河内
横川
河内
豊郷
横川
姿川
国本

資料：「宇都宮市統計データバンク」町丁別人口（令和元年12月末日現在）

地
理・気
象

人
　口

人
　口

◎日本の中の宇都宮

◎国籍別外国人登録人口

◎人口、世帯数の推移
550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

篠井 上河内

河内

姿
川

平
石

横
川

陽
南

清
原

瑞
穂
野

本庁

雀宮

豊郷宝木
城山
国本

富屋

出典：国土交通省国土地理院「平成29年全国都道府県市区町村別面積調」

出典：宇都宮統計データバンク「総合統計」   

出典：「宇都宮市統計データバンク」宇都宮市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1（平成30年12月末日現在）

※平成16年、18年の数値は、旧上河内町、旧河内町を含む。

※旧上河内町、旧河内町を組み入れている。    
※他市区町村への流出の総数は、流出先の市町村不詳を含む。  

※平成２０年以降は、合併した旧上河内町、旧河内町の数値を含む。

宇都宮の広がり
東西 23.97km
南北 29.53km

宇都宮市の位置
東端 東経 140度00分38秒 （氷室町）
西端 東経 139度44分34秒 （古賀志町）
南端 北緯   36度27分50秒 （茂原町）
北端 北緯   36度43分48秒 （宮山田町）

（人）

（人）
（
国
籍
）

男性
女性

経
　済

事業所数 ◎産業分類別構成の推移

第3次
産 業

第2次
産 業

第1次
産 業

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

従業者数

平成18年

◎15歳以上の流入・流出状況 ◎昼間・夜間人口
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

-50,000

-100,000

600,000

580,000

560,000

540,000

520,000

500,000

480,000

460,000

440,000

420,000

400,000

平成12年

平成18年

出典：宇都宮市統計データバンク「総合統計」

出典：宇都宮市「宇都宮市統計書」 出典：宇都宮市「宇都宮市統計書」   
※15歳未満の者、労働力状態不詳の者、就業地・通学地が不詳で宇都宮市に常住している者を含む。
※旧上河内町、旧河内町を組み入れている。   

平成26年 総数：22,875事業所 平成26年 総数：２６０，７１１人

◎気象

400

350

300

250

200

150

100

50

0

30

25

20

15

10

5

0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

出典：気象庁ホームページ

降水量（mm） 平均気温（°C）

◎5歳階級別人口 出典：宇都宮市統計データバンク「人口」
 （平成31年3月末日現在）

出典：宇都宮市統計データバンク「工業統計調査」
※従業員４人以上の事業所

工
　業

◎工業団地の概況

◎誘致企業と地元企業の割合

◎事業所数・従業者数・製造品出荷額等

5,090 

625 

217 

86 

243 

626 

748 

1,678 

19 

1,489 

229 

8 

798 

661 

140 

2,674 

1,366 

4,168 

3,819 

825 

314 

1,003 

4,293 

218 

155,586 

774,169 

6,053 

2,336 

11,298 

28,865 

10,711 

242,306 

- 

65,038 

4,875 

- 

18,911 

38,957 

9,781 

80,426 

41,938 

203,809 

144,601 

33,364 

7,393 

47,614 

189,677 

2,636 

85 

9 

12 

5 

13 

19 

43 

20 

2 

26 

4 

2 

20 

8 

6 

73 

17 

61 

18 

10 

16 

12 

24 

15 

食料品
飲料・たばこ・飼料
繊維工業品
木材・木製品
家具・装備品
パルプ・紙・紙加工品
印刷・同関連産業
化学工業
石油・石炭製品
プラスチック製品
ゴム製品
なめし革・同製品・毛皮
窯業・土石製品
鉄鋼業
非鉄金属
金属製品
はん用機械器具
生産用機械器具
業務用機械器具
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具
輸送用機械器具
その他

宇都宮工業団地
年
次

63 

62 

61 

59 

61 

H

H

H

H

H

22

24

25

26

29

5,952 

5,439 

5,184 

5,342 

5,507 

445,979 

263,679 

281,010 

280,396 

276,340 

瑞穂野工業団地 産業中分類

総　数

事業所数 従業者数
（人）

製造品出荷額等
（百万円）

年
次

47 

45 

47 

47 

46 

H

H

H

H

H

22

24

25

26

29

1,277 

837 

1,148 

1,153 

1,156 

17,425 

14,682 

17,998 

19,604 

20,141 

河内工業団地
年
次

15 

12 

11 

11 

11 

H

H

H

H

H

22

24

25

26

29

1,446 

1,100 

1,024 

1,225 

1,633 

50,684 

39,938 

39,320 

42,593 

66,098 

河内中小工場団地
年
次

11 

10 

9 

9 

7 

H

H

H

H

H

22

24

25

26

29

205 

221 

179 

172 

148 

3,784 

2,506 

2,272 

2,300 

2,285 

清原工業団地
年
次

39 

42 

39 

38 

39 

H

H

H

H

H

22

24

25

26

29

10,489 

9,580 

9,494 

9,680 

10,707 

1,008,079 

895,236 

1,184,467 

1,302,161 

1,416,810 

… 事業所数
… 従業者数（人）
… 製造品出荷額等
　（百万円）

520

2,122,209

85%

56%

89

1,689,468

15

44

609

3,811,677

地元企業

事業所数

製造品出荷額等 （百万円）

構成比（%） 構成比（%） 誘致企業 合　　計

出典：宇都宮市統計データバンク「工業統計調査」　※従業員４人以上の事業所　※平成２９年度から基準日が６月１日に変更されている。     

520 33,337 2,120,344

（各年１２月末日現在）

（各年10月1日現在）

（平成29年12月末日現在）

平成29年12月31日現在

出典：宇都宮市統計データバンク
「工業統計調査」
※従業員4人以上の事業所
※平成２９年度から基準日が
　６月１日に変更されている。    
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（歳）

全国
面積： 377,975.24km2

（R1.10.1）

栃木県
面積：6,408.09km2

（R1.10.1 ）
宇都宮市
面積：416.85km2

（R1.10.1）

昭和
30年

40
年

50
年

60
年

平成
2年

令和
元年

7
年

12
年

17
年

20
年

22
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

（%）

出典：宇都宮市データバンク「総合統計」

※旧宇都宮市、旧上河内町、旧河内町を合算

◎名目経済成長率の推移

20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年平成19年

-1.7

-5.9　

-2.3

-3.4

-0.3

-3.8
-4.1

1.4

-1.4
-1.1

-2.8
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1.5

4.6

2.6

0.1
-1.1

3.5

2.4

8.7

0.6

1.5

0.4
0.6

人口（人）
世帯数（世帯）

27年

5.7

3.0

6.3

60年 平成2年 7年 12年 17年 22年 27年昭和55年

（人）

（人） （人）

（人）

そ
の
他

ボ
リ
ビ
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ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
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フ
ラ
ン
ス

ミ
ャ
ン
マ
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バ
ン
グ
ラ
デ
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シ
ュ

ロ
シ
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モ
ン
ゴ
ル

カ
ナ
ダ

イ
ラ
ン

英
国

パ
キ
ス
タ
ン

朝
鮮

マ
レ
ー
シ
ア
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ン
ド
ネ
シ
ア

イ
ン
ド

ス
リ
ラ
ン
カ

米
国

ペ
ル
ー

ネ
パ
ー
ル

ブ
ラ
ジ
ル

台
湾

フ
ィ
リ
ピ
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タ
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韓
国

ベ
ト
ナ
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中
国

2,564

1,461

18

263

1,460

3,910

7,301

11,793

15,113

17,133

14,917

15,391

17,830

22,019

21,066

18,644

16,724

15,279

13,443

12,405

12,495

12,087

11,447

194

1,158

3,880

7,416

10,316

13,947

16,971

18,331

14,891

14,766

16,903

20,157

19,588

16,998

15,037

12,339

11,474

11,725

11,863

11,396

10,913

960

676745

525437445
205 305

217 195
122

152 
73 55 67 56 41 49 50 30 18 17 13 8 21 23 

4.0 28.5

4.9

8.6

83.0
117.5

12.1 158.0

19.3

288.5

20.9

186.0

23.7

27.4

209.5

156.0

23.9

520.5

18.3

91.5

11.0

24.5

6.0

3.0

降水量
月別平均気温

65,212

127,808 156,415

167,494

182,429

205,303 210,482

216,079

218,525 217,977

217,419

44,914

99,399

143,340

227,153

265,696

344,420
405,375

426,795

435,357

443,808

457,673

507,833

511,739

515,341

516,531

518,594

519,283

21年

192,974

453

24年

212,938

21年

18,806

3,400

44

24年

20,088

3,679

74

26年

25,000
（人）

25,00015,000 15,0005,000 5,000

18,593

431,965

408,597 

463,358 

439,539 

492,400 

464,335 

510,092 

476,164 

520,239 

487,164 

529,965 

499,367 

535,317 

511,739 

537,708 

518,594 

3,463

75

19,318

3,482

75

58,430 56,672

777

26年

184,966

51,177

784

220,348

519,731

209,226

50,598

887

222,990

520,407

◎消費者物価指数

25年 26年 27年 30年平成24年

全　国
宇都宮

宇都宮市　　　栃木県　　　国

昼間人口　　　夜間人口

（平成27年=100）

出典：総務省統計局「2015年基準消費者物価指数」  
29年

95.3

96.2

98.9

100.0

100.0

99.2
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28年

99.7

99.9

令和元年

99.9

100.4

100.4

101.3

225,412

520,157

100.9

101.8

28年

18,569

3,258

79

17年 22年 27年

28年

191,660

48,949
799

14,233

24,156 

63,782

207,625 

-41,526 

-4,151 

12,912

20,581

67,467

198,311

-45,895 

-4,255 

11,158

16,413

63,888

182,134

-47,575 

-4,408 

10,999

16,452 

64,656

177,346

-51,861 

-5,200 

統計で見る宇都宮 2020
わたしたちのまち「宇都宮」の姿を再認識していただけるよう、
基本的な統計をわかりやすくまとめてみました。

1011 March  2020



商
　業

事業所数（店）項　目
業　種

従業者数（人） 年間販売額（百万円）

◎卸売業の状況

1,386 
169 
156 
141 
131 
130 

78 
81 
49 
50 

401 

1,555 
170 
202 
157 
167 
131 

83 
110 

46 
52 

437 

H26　　　H28　
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑

14,205 
1,785 
1,529 
1,220 
1,464 
2,023 
1,352 
1,156 

326 
373 

2,977 

15,643 
2,005 
1,675 
1,271 
1,409 
2,273 
1,262 
1,382 

279 
499 

3,588 

H26　　　H28　
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↑

1,434,238 
189,091 
105,189 
101,707 
183,647 
294,776 
149,396 
152,187 

8,074 
24,487 

225,684 

1,913,832 
195,672 
154,415 
104,676 
193,298 
337,944 
166,533 
401,562 

7,741 
39,358 

312,632 

H26　　　H28　
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑

卸 売 業 計
食 料 ・ 飲 料
産 業 機 械 器 具
建 築 材 料
電 気 機 械 器 具
農 畜 産 物・水 産 物
医 薬 品・化 粧 品 等
自 動 車
衣 服・身 の 回 り 品
家 具・建 具・什 器 等
そ の 他 の 卸 売 業

事業所数（店）項　目
業　種

従業者数（人） 年間販売額（百万円）

◎小売業の状況

3,060 
511 
811 
314 

50 
139 
283 
187 
197 

11 
557 

3,239 
565 
853 
358 

54 
138 
322 
194 
186 

10 
559 

H26　　　H28　
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↑

25,930 
2,523 
8,898 
2,391 

354 
1,054 
1,414 
1,250 
2,008 
2,487 
3,551 

28,732 
2,913 

10,459 
3,269 

361 
919 

1,914 
1,377 
1,945 
2,133 
3,442 

H26　　　H28　
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↓

605,982 
38,014 

129,729 
77,261 

7,214 
42,704 
34,346 
74,763 
25,672 
99,593 
76,684 

700,595 
47,908 

154,858 
137,343 

7,875 
37,084 
45,280 
69,952 
27,053 

102,764 
70,481 

H26　　　H28　
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↑
↓

小 売 業 計
織物・衣服・靴・身の回り品
飲 食 料 品
自 動 車 ・ 自 転 車
家 具 ・ 建 具 ・ 畳
機 械 器 具
医 薬 品 ・ 化 粧 品
燃 料
書籍･文具・スポーツ玩具・楽器・娯楽
百貨店・総合スーパー
そ の 他 の 小 売 業

出典：宇都宮市統計データバンク「総合統計」

◎店舗数・売場面積の推移

資料提供：宇都宮商工会議所 地域振興部

総面積　　  店舗数

平成26年 27年 28年 29年 30年

150店

125店

100店

75店

50店

25店

0店

660,000㎡

655,000㎡

650,000㎡

645,000㎡

640,000㎡

635,000㎡

630,000㎡

出典：栃木県産業労働観光部経営支援課「平成26年度地域購買動向調査報告」      
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◎栃木県最低賃金の推移 ◎新規学校卒業者初任給

男子 女子

高校卒

性　別

学　歴

男子 女子

短大卒

男子 女子

大学卒
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194
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215

212
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200
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専門・技術職

事 務 職

販 売 職

サービス職

保 安 職

運 輸 職

技能工・製造職

（人）

（年度）

（円） （倍）

出典：ハローワーク宇都宮
　　 「業務月報」   

出典：ハローワーク宇都宮
「ハローワーク情報
≪求人・求職・賃金情報≫」出典：栃木労働局

※ハローワーク宇都宮管内における常用労働者として採用された
　平成31(2019)年3月卒業の新規学卒者の 初任給の平均値。
　（基本給・定期的に支払われる手当を含み、賞与・時間外手当等を含まない）

※有効求人数、有効求職者数は、各年度の月間有効求人数及び月間
　有効求職者数の合計

有効求人数　　  有効求職者数　　  有効求人倍率

最低賃金（1時間）

※特定最低賃金が適用されないす
べての労働者に適用される。(一
般労働者の他、臨時、パート、アル
バイト等にも適用。効力発生日:
平成30年10月1日)

（乗車数）

（単位:千円）

30年

◎倒産状況
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出典：日本銀行
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令和元年
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交
通・運
輸

◎各駅乗車客数の推移◎自動車保有台数 出典：東日本旅客鉄道(株)ホームページ  
資料提供：東武鉄道(株)鉄道事業本部 営業統括本部 営業部 北関東営業支社

出典：関東運輸局 栃木運輸局    
※普通貨物車の台数は普通貨物車と被けん引車の台数の合計を記載      

ＪＲ宇都宮駅　　  ＪＲ雀宮駅　　  東武鉄道宇都宮駅　　 東武鉄道江曽島駅

◎餃子1世帯当たり年間支出金額及びランキング

 出典：総務省統計局「家計調査結果」
※ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別１世帯当たりの品目別支出金額、購入数量

観
　光

1,500

1,125

750

375

0

（万人）

出典：宇都宮市「宇都宮市観光動態調査」
26年 27年 28年 29年 30年

◎入込客数・宿泊客数・外国人宿泊者数

出典：宇都宮市「宇都宮市観光動態調査」

◎観光消費額

10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

（万人）

平成23年 25年24年 26年

6,110,000

6,083,000

7,607,000
7,918,000

8,480,000

27年 28年 29年

8,719,000

9,022,000

6 7 8 8 86

平成25年30年

9,118,000

出典：栃木県「栃木県観光客入込数・宿泊数　推定調査結果」大谷寺・大谷資料館・平和観音入込数

◎大谷地区　観光施設入込数
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1,417 1,470 1,483 1,498 1,512

1,375

145 152 152 156 159 161

年　度

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

浜松

浜松

浜松

宇都宮

浜松

宇都宮

4,361円

4,646円

4,818円

4,258円

3,501円

4,359円

4,190円

3,981円

4,651円

3,582円

3,242円

3,506円

2,780円

2,711円

2,895円

3,091円

3,107円

2,790円

2,719円

2,542円

2,869円

3,041円

2,989円

2,560円

2,591円

2,501円

2,753円

2,855円

2,586円

2,463円

宇都宮

宇都宮

宇都宮

浜松

宇都宮

浜松

京都

宮崎

宮崎

堺

宮崎

京都

名古屋

京都

京都

京都

京都

東京都区部

宮崎

大津

大津

宮崎

大阪

神戸

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

入込客数　　  宿泊者数　　  外国人宿泊者数

172

257

389

488

626

706
776

出典：宇都宮市統計データバンク「総合統計」      
出典：栃木県産業労働観光部経営支援課「平成26年度地域購買動向調査報告」      

◎地元購買率の推移

※小数点第二位を四捨五入　※旧河内町、上河内町を除く
*1 地元購買率から100％を差し引いたもの　*2宇都宮市の人口に地元購買率を乗じたもの

年　度 平成6年 平成11年 平成16年 平成21年 平成26年

地元購買率(%) 

流出率*1(%) 

人口（人） 

吸収人口*2（人） 

97.5

2.5

434,376

423,517

96.5

3.5

443,297

427,782

98.1
1.9

450,384
441,827

97.4

2.6

460,637

448,871

97.2

2.8

473,962

460,459

200,000

150,000

100,000

50,000

0

平成15年

◎通行量ベスト5

◎中心部通行量の推移

休

　日

平

　日

位
位
位
位
位
位
位
位
位
位

通行人（人） 前回（人）

通行人（人） 前回比（%）

調　査　地　点

休　日
年 度

平　日

13,614

10,689

7,712

6,405

5,416

14,143

7,918

5,777

5,648

5,127

12,658

9,930

8,134

7,421

6,092

12,806

7,349

6,015

3,429

5,915

109,902

80,018

82,162

61,788

55,025

62,853

68,756

53,957

55,224

48,870

76.7

72.8

102.7

75.2

89.1

114.2

109.4

78.5

102.3

88.5

通行人（人） 前回比（%）
83,234

72,618

69,823

59,310

60,961

63,720

58,688

50,738

51,840

53,672

89.8

87.2

96.2

84.9

102.8

104.5

92.1

86.5

102.2

103.5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ＪＲ宇都宮駅東西自由通路(ＪＲ宇都宮駅庁舎２階 東)

オリオンスクエア前(オリオン通り：江野町 中央)

長瀬文具店前(オリオン通り：曲師町 西)

オリオンACぷらざ前(オリオン通り：江野町 西)

長谷川時計店前（オリオン通り：曲師町 東）

ＪＲ宇都宮駅東西自由通路（ＪＲ宇都宮駅庁舎２階 東）

オリオンスクエア前（オリオン通り：江野町 中央）

長瀬文具店前（オリオン通り：曲師町 西）

駅東口大通り（JR宇都宮駅庁舎東口）

オリオンACぷらざ前（オリオン通り：江野町 西）

H
H
H
H
H
H
H
H
H
R

15
17
19
21
22
23
25
27
29
1

（人）

資料： 出典：宇都宮市「令和元年度商店街通行量実態調査」

出典：宇都宮市「令和元年度商店街通行量実態調査」

※７月に実施。（平成13年度は12月に実施）
※掲載データは調査実施地点１７箇所のもの

※休日は令和元年７月28日実施、平日は令和元年７月29日実施

休日　　 平日

17年 19年 21年 22年 23年 25年 27年 29年

109,902

83,234
72,618

69,823
59,310

60,961 63,720

58,688

80,018 82,162

61,788

55,025
62,853

68,756

50,738

53,957 55,224

51,840

123店 124店
126店128店 128店

643,923 644,323

653,173 653,862
651,022

令和元年

126店

644,314

16,380

138,252

1.03

142,630

718 733

28年 29年

127,768

1.22

155,472

751 775

1.29

158,583 

115,134

1.46

168,390

122,488 

800

112,411

1.58

177,851
826

29,046

21,832
19,567

30,784

19,511 
16,492

0.30.3 0.3 0.30.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.2

0.3

1.00 0.95 0.901.2

1.25

1.2 1.15

1.10 1.05 1.10

0.3

0.95

0.3

1.15
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28

115

31
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31

平成24年 25年 26年

152

50

27年

137

55

28年

1.00

0.3

115

35

103

35

29年 30年

16,900

2,799 
6,901 

4,641
6,271

13,979

（年度）

平成26年

27年

28年

29年

30年

230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000

（台数）

平成26年

27年

28年

29年

30年

乗用車　　　貨物車　　　乗合自動車　　　特殊用途および大型特殊車

35,769 

36,421 

36,584 

37,586 

242,574 4,432 5,061 1,134 

4,556 4,957 1,124 

4,615 4,997 1,112 

4,742 4,950 1,116 243,916 32,940 973 7,177 

242,069 33,041 965 7,150 

241,379 33,364 943 7,115 

33,609 968 7,029 

0.95

令和元年

4,225

110,544

1.65

182,014

30年

245,273 32,801 984 7,066 38,324 4,790 4,935 1,089

市町村 人口（人） 吸収率（%）

◎宇都宮市の商圏

市町村 人口（人） 吸収率（%） 市町村 人口（人） 吸収率（%）

※商圏とは，買い物に来る割合（吸収率）が10％以上になる範囲   
※旧市町ごとに調査実施   
宇都宮市・上河内町・河内町→宇都宮市、鹿沼市・粟野町→鹿沼市、日光市・今市市・足尾町・藤原町→日光市、氏家町・喜連川町→さくら市、
南那須町・烏山町→那須烏山市 、南河内町・石橋町・国分寺町→下野市、真岡市・二宮町→真岡市、小川町・馬頭町→那珂川町、西方町→栃木市

吸収人口（人）

宇都宮市

上河内町

河内町

芳賀町

上三川町

高根沢町

石橋町

壬生町

市貝町

南那須町

烏山町

氏家町

茂木町

鹿沼市

総　数

473,962

10,011

35,374

16,159

31,371

30,141

21,215

39,968

12,190

11,779

16,867

33,473

14,364

91,901

838,775

460,459

5,138

26,911

9,647

20,774

14,798

9,893

15,219

6,106

4,560

5,729

11,356

4,525

28,885

624,000

97.2

51.3

76.1

59.7

66.2

49.1

46.6

38.1

50.1

38.7

34.0

33.9

31.5

31.4

74.4

第１次商圏(吸収率30％以上)
吸収人口（人）

塩谷町

真岡市

益子町

南河内町

粟野町

今市市

二宮町

藤原町

喜連川町

総数

12,313

65,437

24,385

20,379

9,145

60,635

15,833

9,270

10,850

228,247

3,578

18,544

6,763

5,213

2,336

15,245

3,965

2,102

2,245

59,991

29.1

28.3

27.7

25.6

25.5

25.1

25.0

22.7

20.7

26.3

第２次商圏(吸収率20％以上30％未満）   
吸収人口（人）

馬頭町

国分寺町

西方町

日光市

小川町

矢板市

足尾町

総　数

11,664

18,589

6,512

13,972

6,451

34,186

2,342

93,716

2,176

3,399

1,109

2,365

1,092

5,592

239

15,972

18.7

18.3

17.0

16.9

16.9

16.4

10.2

17.0

第３次商圏（吸収率10％以上20％未満）853

令和元年

48,870 

53,672 

1213 March  2020



商工会議所共済制度

1415 March  2020

■企業年金相談
相談日	 希望により調整（申し込みは随時受付）
内　容	 企業年金、退職金制度導入、組み換えなど
相談員	 栃木県ファイナンシャル・プランナーズ協同組合員
問合せ	 総務部

■税務相談
相談日	 希望により調整（申し込みは随時受付）
内　容	 所得税、法人税、相続税、その他各種相談
相談員	 税理士　
問合せ	 経営支援部

■個人情報保護法対策相談
相談日	 希望により調整（申し込みは随時受付）
内　容	 個人情報の安全管理と社内整備、適法・不適法確認と
	　　　			 改善策、漏えい賠償保険のリスク診断、有事の対応など
相談員	 協力保険会社のスタッフ・コンサルタント　
問合せ	 総務部

■法律相談（毎月第2火曜日）
日　時	 4月14日（火）	　午後１時30分〜４時30分
受　付	 当日受付　午後1時〜3時（先着10人まで）
内　容	 ＰＬ法関係、売掛金の回収方法、	不渡手形の処理方法、
	 従業員の交通事故、不動産取引など
相談員	 弁護士	
問合せ	 経営支援部

■1日知財窓口（毎月第3金曜日・要予約）
日　時	 3月27日（金）　午後１時３０分〜４時３０分
受　付	 事前予約　午後１時〜４時
内　容	 特許、実用新案、商標、意匠登録その他発明に関する各種相談
相談員	 弁理士	
問合せ	 経営支援部　
※事前に栃木県産業振興センター（☎028-670-2617）への予約が必要です。

■ 働き方改革相談窓口
相談日	 希望により調整（申し込みは随時受付）
内　容	 有給休暇年５日の確実な取得、時間外労働の上限規制、
	 同一労働同一賃金　など
相談員	 社会保険労務士等有資格者
問合せ	 地域振興部

専 門 相 談

無料の専門相談です。
弁護士や弁理士などの各分野の専門家が、

悩みを解決します。

会場 ： 宇都宮商工会議所
☎028-637-3131

相談
無料

3月のふれあい共済等
口座振替日

3月23日（月）
〈振替対象〉

	 ◎ふれあい共済
	 ◎特定退職金共済
	 ◎その他アクサ生命㈱の	
	 　団体扱い保険

有限会社 随想舎
☎028-616-6605  5028-616-6607
有限会社  栃木広告社
☎028-639-1115  5028-639-1116 〈問合せ〉 総務部 ☎028-６３７-３１３１

宇都宮商工会議所  総務部
☎028-637-3131
5028-634-8694

入会希望事業所を
ご紹介ください

－ がんばる経営をお手伝いします －「天地人」広告の申し込み・問合せは

「天地人」広告募集
会員登録情報の変更について

変更がありましたら
ご一報ください！

　社名・支店名などの事業所名の変更、事業所ま
たは事務所の移動による住所の変更、代表者また
は支店長の変更などが生じました場合には、総務
部会員担当まで、ご連絡をお願いします。

会議室の貸出　

　当所では、会員および商工業者の皆さまに、セミナー、

講習会、研修会、社内会議などを開催していただける

よう、会議室の貸出をしています。

研修会・社内会議などにご活用ください！

問合せ 総務部　☎028-637-3131

収容人数

申込方法

駐車場

約70人
（教室型）

会議室の貸出概要

備    品

その他

机、椅子、マイク、黒板、
ホワイトボード、スクリーン

・公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき
・施設または付属設備をき損し、または汚損する恐れがあるとき
・物品販売および展示、会員勧誘、またはこれに類似する恐れがあるとき
・政治的、宗教的活動にわたる恐れがあるとき　
・その他管理上支障があるとき
・机などを移動させた場合は、現状復帰する

●使用日の3カ月前から2週間前まで予約可能です。　 
●会議室の空き状況を電話でご確認の上、ご予約ください。
●使用規則・同意書・申込書は、ＦＡＸまたは郵送させていただきますので、
 　電話予約時にお申し出ください。
※ホームページ（http://www.u-cci.or.jp/kaigisyo/kashikaigishitsu/）から
  ダウンロードもできます。
〈申し込み：　総務部　TEL 028-637-3131　FAX 028-634-8694〉

次の場合には使用をお断りし、また使用中であっても注意させていただきます。

※使用できるのは、平日の昼間のみです（夜間、土日祝祭日は使用できません）。 　※準備・片付けは使用時間に含みます。

会議室の使用時間・料金（消費税10%込）

使用時間区分 9:00～17:00

11,000円

16,500円

9:00～12:00

5,500円

8,800円

13:00～17:00

6,050円

9,900円

１日 午前 午後

会員料金

非会員料金

栃木県産業会館入居団体全体の駐車場となっており、多数のお客さまが
ご利用されますので、駐車できない場合があります。
公共交通機関をご利用いただくか、満車の場合は、近隣の有料駐車場を
ご利用ください。

約７０人収容（教室型）の貸会議室

黒糖・ごまサブレ

　

特
定
退
職
金
共
済
制
度
は
、
商

工
会
議
所
が
所
得
税
法
施
行
令
第

73
条
に
定
め
る
特
定
退
職
金
共
済

団
体
と
し
て
所
轄
税
務
署
長
の
承

認
を
得
て
行
う
事
業
で
す
。
事
業

主
が
商
工
会
議
所
と
退
職
金
共
済

契
約
を
締
結
し
、
毎
月
掛
金
を
納

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
業
員
が

退
職
し
た
と
き
に
商
工
会
議
所
が

事
業
主
に
代
わ
っ
て
従
業
員
に
直

接
、
退
職
金
を
給
付
す
る
制
度
で

す
。

【
制
度
の
特
色
】

　

退
職
金
制
度
の
確
立
は
従
業
員

の
確
保
と
定
着
を
は
か
り
、
企
業

経
営
の
発
展
に
役
立
ち
ま
す
。

　

掛
金
は
一
人
月
額
３
０
、０
０
０

円
ま
で
加
入
で
き
、
非
課
税
で
す
。

し
か
も
従
業
員
の
給
与
に
な
り
ま

せ
ん
。（
所
得
税
法
施
行
令
第
64
条
、

法
人
税
法
施
行
令
第
１
３
５
条
）

　

新
規
加
入
す
る
事
業
所
の
場
合
、

以
前
か
ら
勤
務
し
て
い
る
従
業
員

に
つ
い
て
は
、
過
去
勤
務
期
間
の

通
算
の
取
扱
い
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
本
号
折
込
チ
ラ
シ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

着
実
な
備
え
で
企
業
も
従
業
員
も
安
心
!
!

特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
ご
案
内

※この制度の給付金の受取人は加入従業員（被共済者）です。給付金は加入従業員の口座に振り込んで支払います。
　なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条～第45条に定める遺族補償の順位によります。解約手当金は一時所得となります。

加入できる方

加入できない方

加入させなくてもよい方

基本掛金月額

経理処理

掛金の払い込み

効力発生日

給付金の種類

退職給付金

遺族給付金

退職年金

当所地区内に所在する事業所（事業主）の満15歳以上85歳未満の全従業員（全従業員の加入が必要）

事業主、役員（使用人兼務役員を除く）または、事業主と生計を一にする親族（専従者給与の対象者を含む）

従業員１人につき１口1,000円から最高30口30,000円まで

給付の時期 所得の種類
（所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第３条）

退職所得

死亡退職金
（相続税の対象となります。）

雑所得

加入従業員（被共済者）が退職したとき

加入従業員（被共済者）が加入期間10年以上で退職したとき
（希望により退職年金を10年間支払い）

加入従業員（被共済者）が死亡したとき
（退職給付金に加入口数１口あたり10,000円を加算）

掛金は全額事業主負担で、損金または必要経費に計上可能

加入申込月の翌月から毎月22日に預金口座振替によって納付

加入申込月の翌々月１日から発生

●期間を定めて雇われている方　●試用期間中の方　●パートタイマーのように労働時間が特に短い方
●非常勤の方　●季節的な仕事のため雇われている方　●休業中の方

問合せ
総
務
部　

共
済
担
当

☎
0
2
8-

6
3
7-

3
1
3
1



約6,200

約6,200 3028-616-6605
www.zuisousha.co.jp

宇都宮市本町10-3 TSビル

随想舎有限会社

19,518宇都宮商工会議所管内の事業所数
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チラシ・カタログ展示
コーナーのご案内

当所入口で
PRしませんか

無 料
※ご希望の方は、

総務部までご連絡ください。
申込書をFAXで送信します。

会員企業展示コーナー

総務部
☎028-637-3131
6028-634-8694

問合せ

■
投
稿
先

 

宇
都
宮
商
工
会
議
所

 

会
報
「
天
地
人
」

 

（
商
い
川
柳
）
係

	

〒
3
2
0–

0
8
0
6

	

宇
都
宮
市
中
央
3–

1–

4

	

5
0
2
8–

6
3
4–

8
6
9
4

投
稿
対
象

会
報
「
天
地
人
」
読
者
（
会
員
に
限

り
ま
せ
ん
の
で
、
当
会
報
を
ご
覧
の

読
者
全
員
が
対
象
で
す
）

課
題

商
工
全
般
に
関
わ
る
川
柳

（
題
は
特
定
し
ま
せ
ん
）

要
領

①
毎
月
末
日
締
切

②
１
人
３
句
ま
で
、
住
所
・
氏
名
・

　

年
齢
・
職
業
（
事
業
所
名
）
を　

　

記
入
し
て
、
は
が
き
、
手
紙
、

　

Ｆ
A
Ｘ
に
よ
り
、
楷
書
で
投
稿

③
優
秀
作
品
を
年
間
表
彰

空
っ
風
シ
ャ
ッ
タ
ー
直
り
騒
ぎ
出
す

焼
芋
の
黙
っ
て
匂
う
バ
ス
の
中	

一
日
の
長
さ
短
さ
老
い
の
趣
味

閉
ま
ら
な
い
顔
へ
鉢
巻
締
め
直
す

申
告
も
終
り
自
分
の
顔
と
な
る	

北
風
を
乗
せ
て
ブ
ラ
ン
コ
夜
も
揺
れ

猫
舌
の
熱
さ
無
情
な
発
車
ベ
ル

ワ
ク
チ
ン
の
留
守
へ
ウ
イ
ル
ス
は
し
ゃ
ぎ
出
す

男
対
男
お
と
こ
の
話
し
す
る

山さ

ざ

ん

か

茶
花
の
宿
口
ず
さ
む
妻
の
留
守

碓
氷　

正
和

西
宮　
　

久

福
士
美
枝
子

鈴
木
芙
美
子

宮
田　

ミ
チ

柏
村
久
美
子

渡
辺　

眞
左

小
野
口　

博

福
田　
　

弘

田
﨑　

武
一

（
無
職
）

（
無
職
）

（
主
婦
）

（
主
婦
）

（
主
婦
）

（
農
業
）

（
主
婦
）

（
無
職
）

（
無
職
）

（
無
職
）

第
270
回
荒
井 

宗
明
選

〈
評
〉
一
緒
に
騒
ぐ
庭
の
枝
々

〈
評
〉
あ
れ
か
こ
れ
か
と
落
ち
つ
か
ぬ
鼻

〈
評
〉
寝
た
り
起
き
た
り
落
ち
つ
か
ぬ
猫

選者  荒井 宗明 氏

頭の体操をはじめよう！ クロスワードパズル

◎栃木県立博物館 ☎028-634-1311 
人文系テーマ展「おじいさんやおばあさんの子どものころの暮らし」
4月5日まで
自然系テーマ展「栃木の海と貝塚」
4月5日（日）まで
一般＝260円／大高生＝130円／小・中学生以下は無料

◎宇都宮美術館 ☎028-643-0100
2月25日（火）〜4月25日（土）まで休館となります。
企画展「北澤美術館所蔵　ルネ・ラリック　アール・デコのガラス　モダンエレガンスの美」
4月26日（日）〜6月21日（日）まで
東京都庭園美術館からの巡回展示となります。4月26日（日）と5月31日（日）の両日
午後2時から記念講演が予定されております。先着150人。要チケット。
一般＝1000円／大高生＝800円／小中学生＝600円

◎栃木県立美術館	☎028-621-3566
企画展「山田耕筰と美術」
3月22日（日）まで
　「からたちの花」や「まちぼうけ」など、日本を代表する作曲家とし
て、また指揮者として名高い山田耕筰（1986〜 1965）。この
偉大な音楽家にまつわる造形芸術を広範に紹介する。絵画、版画、
書籍、資料など約200点で構成。（同館HPより）
一般=1000円／大高生=600円／中学生以下無料

応募先 〒320−0806	宇都宮市中央3 -1- 4　
宇都宮商工会議所	会報「天地人」係　E-Mail:info@u-cci.or.jp
※個人情報保護法に基づき、応募データは上記目的以外には使用しません。

Ａ
～
F
の
文
字
を
並
べ
替
え
て
、あ
る
言
葉
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い

〈
ヒ
ン
ト
〉	

買
い
物
の
際
の
プ
ラ
製
の
レ
ジ
袋
が
今
年
か
ら
原
則
□
□
□
□
□
□
さ
れ
ま
し
た
。

	

温
暖
化
や
海
の
汚
れ
を
防
止
す
る
目
的
の
た
め
に
だ
そ
う
で
す
。

1.
2.
3.
4.
5.
7.
11.
12.
14.
15.
16.
20.

1.
3.
6.
8.
9.
10.
13.
15.
17.
18.
19.
21.
22.

この時期は寒さと暖かい日があって「○○○○四温」の日々です
「この案に賛成の方は○○○○して下さい」などと会議で
幼児や小学生が描いた絵画
美人の例え「立てばシャクヤク座ればボタン歩く姿は○○の花」
３月１２日「お水取り」の行事が開催される奈良のお寺
本来有している財産
春の林や野に咲く白い小花アズマ○○○
食事でこの数値を気にしながら食べるのも味気ないですね
最近の政治や官庁で大流行の「忖度」何と読む？
最近コンビニや喫茶店で人気の日本茶のひとつ○○○茶
和歌山県や三重県のある○○半島
お伽話でウサギと○○が競走したが、勝ったのは？

神棚や神前に飾られる植物。漢字は「榊」
「春は曙…」枕草子の作者清少納言も着ていた「○○○○単」
「あの上司は部下の手絡を○○○○するので気をつけろ」などと
「製品に欠陥が見つかったので直ちに○○○○○した」などと
あの人はどんな質問にも○○なく受け答えができる
人体や環境に悪影響を及ぼす○○○○物質も多いですね
千葉県市原市の○○○が地軸の南北逆転の痕跡を示したことで「チバニアン」と
ほろ酔いで気持ちの良い状態を言います
大安○○、タタキ○○、卸○○、投げ○○
カエサルが戦いでルビコン川を渡ったときの言葉「○○は投げられた」
よく言います「武士は食わねど○○楊子」
スーパーなど量販店で密かに活躍する「万引き○○○○」
物事を自身に都合のいい方に見ること。「親の○○○」

●ヨコのカギ

●タテのカギ

先
月
号
の
答
え	:	

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

●	

回
答
を
ハ
ガ
キ
、
ま
た
は
メ
ー
ル
で
住
所
、
氏
名
明
記
の
上
、

	

宇
都
宮
商
工
会
議
所「
天
地
人
」担
当（
下
記
）ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

	

正
解
者
の
中
か
ら
5
名
様
に
5
0
0
円
分
の
図
書
カ
ー
ド
を
さ

　

し
上
げ
ま
す
。

	

締
め
切
り
3
月
31
日
到
着
分
ま
で
。

	

※
当
選
発
表
は
、
発
送
を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

古
代
か
ら
近
代（
昭
和
）ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
献
に
登
場
す
る
山
里
を
舞
台

と
し
た
奇
談
、
怪
談
を
集
め
た
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
で
す
。。
狸
や
狐
に
化
か
さ
れ

る
他
愛
も
な
い
話
か
ら
、
本
格
的
な
怪

物
退
治
の
物
語
ま
で
、
長
さ
も
内
容
も

さ
ま
ざ
ま
な
話
が
85
編
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
登
場
す
る
の
は
名
も
な
い
庶
民

か
ら
僧
侶
、
武
将
な
ど
多
彩
で
、
編
者

の
セ
ン
ス
の
良
さ
に
も
唸
ら
さ
れ
ま
す
。

ま
る
で
自
分
の
身
辺
で
起
こ
っ
た
こ
と

の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

各
編
は
長
い
と
い
っ
て
も
数
ペ
ー
ジ

で
す
か
ら
、
空
い
た
時
間
に
数
編
ず
つ

読
み
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
カ
バ
ン

や
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
お
い
て
も
邪
魔

に
な
り
ま
せ
ん
。

　

ほ
と
ん
ど
が
古
典
の
説
話
集
や
実
話

集
が
出
典
元
で
す
が
、
編
者
が
現
代
語

に
訳
し
て
い
ま
す
。
通
読
す
る
と
、
日

本
の
山
を
め
ぐ
る
自
然
と
人
々
の
営
み

の
豊
か
さ
を
、
改
め
て
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

『
山
峡
奇
談
』

志
村 

有
弘［
編
訳
］

河
出
文
庫

7
6
0
円
＋
税

平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

と
願
う
こ
と
も
大
事
だ
け
ど

す
で
に
あ
る
平
和
に
感
謝
す
る
時
間
を

増
や
し
て
い
き
た
い
。

書
道
家

 

武
田 

双
雲

　1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業
後、ＮＴＴに就職。約 3年後に書道家とし
て独立。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世
界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。
講演活動やメディア出演、著書出版も多数。
2013年度文化庁から文化交流使に任命さ
れ、ベトナム・インドネシアにて、書道ワー
クショップを開催。15年には、カリフォル
ニアにて個展開催、17年にはワルシャワ大
学にて講演など、世界各国で活動する。

公式ブログ ｢書の力｣：http://ameblo.jp/souun/
公式サイト：http://www.souun.net/
感謝 69：http://kansha69.com/

武田  双雲 ／ たけだ・そううん

〈 プロフィール 〉

「平和」

【
問
合
せ
】　

ふ
る
さ
と
宮
ま
つ
り
開
催
委
員
会

（
宇
都
宮
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協

会
内
）

宇
都
宮
市
中
央
3
-1
-4

栃
木
県
産
業
会
館
2
階

☎
０
２
８
-６
３
３
-８
７
６
６

http://w
w
w
.m
iyam

atsuri.
com

/

【
開
催
日
程
】

◎
変
更
後　

９
月
19
日（
土
）、
20
日（
日
）

※
例
年	

８
月
第
１
土
曜
日
・
日
曜
日

【
変
更
理
由
】

例
年
開
催
し
て
い
る
８
月
第
１
土

曜
日
・
日
曜
日
は
、
東
京
2
0
2
0

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
の
開
催
期
間
と
重
な
り
、

安
全
に
実
施
す
る
た
め
の
警
備
体

制
を
整
え
る
こ
と
が
困
難
と
判
断

し
た
た
め
。

第
45
回
ふ
る
さ
と
宮
ま
つ
り
の
開
催
日
を
変
更

ふ
る
さ
と
宮
ま
つ
り
開
催
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

ふるさと宮まつりHP
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三
月
十
八
日（
水
）
～
二
十
四
日（
火
）　

岩
船
山
高
勝
寺
大
縁
日（
栃
木
市
岩
舟
町
）

　

日
本
三
大
地
蔵
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る

高
勝
寺
の
お
彼
岸
。
関
東
の
高
野
山
と
呼
ば

れ
、「
死
者
の
霊
が
集
ま
る
」と
い
う
信
仰
が

あ
る
。
六
百
段
の
石
段
を
登
っ
た
境
内
か
ら

は
関
東
平
野
を
一
望
で
き
る
。

三
月
三
十
一
日（
日
）　

岩
崎
観
世
音
大
祭（
日
光
市
今
市
）

　

子
授
け
、
安
産
の
仏
様
と
し
て
信
仰
さ
れ

る
岩
崎
観
世
音
の
大
祭
。
別
名「
鶴
の
子
観

世
音
」と
呼
ば
れ
る
。
子
ど
も
を
授
か
り
た
い

夫
婦
が
観
音
様
か
ら
卵
を
一
つ
も
ら
い
、
子

ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
翌
年
二
つ
に
し
て
返
す

行
事
。
毎
年
三
月
の
最
終
日
曜
日
に
開
催
さ

れ
る
。
奥
の
院
の
洞
窟
に
ご
本
尊
様
が
祀
ら

れ
て
い
る
。

四
月
五
日（
日
）　

風
見
太
々
神
楽（
塩
谷
町
）

　

塩
谷
町
風
見
地
区
に
古
く
か
ら
受
け
継
が

れ
る
太
々
神
楽
。
東
護
神
社
に
奉
納
さ
れ
る

も
の
で
栃
木
県
無
形
文
化
財
の
指
定
を
受
け

る
。
演
目
は「
岩
戸
の
舞
」を
は
じ
め
三
十
六

座
あ
り
、
奉
納
回
数
は
六
百
六
十
回
を
数
え

る
県
内
屈
指
の
伝
統
と
歴
史
を
持
つ
。
午
後

十
二
時
半
か
ら
。

四
月
十
一
日（
土
）～
十
二
日（
日
）　

田
間
血
方
神
社
神
楽（
小
山
市
）

　

血
方
神
社
神
楽
保
存
会
が
継
承
す
る「
五

行
の
舞
」が
華
や
か
。
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る

も
の
で
、
地
元
の
小
学
生
低
学
年
の
女
子
十

人
が
稚
児
と
し
て
神
楽
を
舞
う
。
小
山
市
無

形
民
俗
文
化
財
。

宇
都
宮
伝
統
文
化
連
絡
協
議
会
員  

柏
村  

祐
司

第40回

●ビジネススケジュール●　宇都宮商工会議所カレンダー 20203月〜			 4月 弥生─卯月

（写真提供：柏村祐司『栃木の祭り』より）

　

宇
都
宮
城
址
公
園
が
開
園
し
た

の
は
、
平
成
十
九
年
で
あ
る
。
か

つ
て
の
御
本
丸
の
約
半
分
で
は
あ
る

が
、
清
明
台
、
富
士
見
櫓
、
石
垣

と
土
塁
、
土
塀
お
よ
び
堀
が
復
元

さ
れ
た
。
復
元
規
模
は
小
さ
い
が
、

そ
れ
で
も
市
当
局
は
、
復
元
に
当

た
っ
て
大
変
な
苦
労
を
さ
れ
た
。

民
有
地
を
買
収
す
る
と
と
も
に
何

よ
り
も
宇
都
宮
城
は
、
徹
底
的
に

破
壊
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

宇
都
宮
城
築
城
の
由
来
に
つ
い
て

は
、
藤
原
秀
郷
が
築
い
た
と
も
初

代
城
主
の
宇
都
宮
宗
円
が
築
い
た

と
も
さ
れ
る
が
確
証
は
な
い
。
と

も
あ
れ
鎌
倉
時
代
に
は
宇
都
宮
氏

の
居
城
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

　

宇
都
宮
城
は
、
地
の
利
を
利
用

し
て
築
か
れ
た
。
市
街
地
の
地
形

は
、
田
川
低
地
、
そ
れ
か
ら
一
段

上
が
っ
た
田
原
台
地
、
さ
ら
に
一
段

上
が
っ
た
宝
木
台
地
か
ら
な
る
。
田

川
低
地
に
は
、
築
城
以
前
か
ら
町

人
町
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宇

都
宮
城
が
築
か
れ
た
の
は
、
田
原

台
地
、
そ
れ
も
東
の
端
、
段
丘
崖

に
沿
っ
た
所
で
あ
る
。
田
原
台
地
は

台
地
で
あ
っ
て
も
釜
川
が
流
れ
る
よ

う
に
、
地
下
水
層
が
浅
く
井
戸
を

掘
る
の
が
容
易
で
あ
り
人
々
の
生
活

は
で
き
る
。
ま
た
東
端
の
崖
に
沿
っ

た
所
は
、
崖
下
に
田
川
が
流
れ
防

御
に
は
打
っ
て
つ
け
の
所
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

城
域
は
館
を
中
心
に
土
塁
や

堀
が
せ
い
ぜ
い
三
重
に
取
り
囲

ん
だ
も
の
で
、
そ
の
域
内
に
家

来
の
屋
敷
が
展
開
し
た
。
な
お
、

城
を
宇
都
宮
大
明
神
に
近
接

し
真
南
に
築
い
た
の
は
、
宇
都

宮
氏
が
大
明
神
の
社
務
職
と
い

う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

か
ら
と
も
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
城
の
あ
り
様
は
、

宇
都
宮
氏
時
代
は
も
と
よ
り
、
宇

都
宮
氏
が
滅
亡
し
た
あ
と
江
戸
時

代
初
期
ま
で
続
く
。
そ
れ
が
劇
的

に
変
わ
る
の
は
、元
和
五（
一
六
一
九
）

年
、
宇
都
宮
城
主
と
な
っ
た
本
多

正
純
の
時
で
あ
る
。
正
純
は
、
従

来
三
の
丸
ま
で
で
あ
っ
た
城
域
を
、

二
倍
以
上
の
面
積
に
広
げ
、
東
は

田
川
ま
で
、
北
は
釜
川
ま
で
、
西

は
松
が
峰
外
へ
土
塁
を
築
き
空
堀

を
築
造
、
南
は
不
動
前
ま
で
外
堀
、

土
塁
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
本
丸
に

は
将
軍
の
日
光
参
詣
の
際
に
宿
泊

す
る
御
座
所
を
設
け
、
城
主
の
御

殿
は
二
の
丸
に
置
い
た
。

　

三
の
丸
太
鼓
門
前
に
三
日
月
堀

を
造
り
、
大
手
門
を
宇
都
宮
明
神

前
か
ら
西
北
の
江
野
町
口
に
移
し
、

馬
出
し
堀
を
設
け
る
等
を
し
た
。

　
一
方
、
従
来
の
奥
州
道
と
日
光

道
を
つ
け
替
え
、
不
動
前
か
ら
伝

馬
町
ま
で
同
じ
道
に
し
、
そ
こ
で

分
岐
す
る
と
と
も
に
、
日
光
道
・

奥
州
道
沿
線
に
は
町
人
屋
敷
を
配

置
、
町
人
屋
敷
を
挟
ん
で
両
側
に

武
家
屋
敷
を
設
け
た
。
ま
た
桂

林
時
や
光
琳
寺
等
旧
城
郭
近
辺
に

あ
っ
た
寺
院
を

郊
外
へ
移
転
す
る
等
町
並
み
の
改

修
も
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
宇
都
宮

城
お
よ
び
城
下
の
街
並
み
は
、
幕
府

の
信
任
厚
い
大
名
に
相
応
し
い
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
名
城
と
呼
ば
れ
た
宇

都
宮
城
が
悲
運
に
も
跡
形
も
な
く

破
壊
さ
れ
る
時
代
が
訪
れ
た
。
初

め
は
戊
辰
戦
争
に
よ
り
戦
火
を
蒙
っ

た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
明
治
新

政
府
に
よ
っ
て
廃
城
令
が
出
さ
れ
、

ま
た
城
域
が
民
有
化
さ
れ
た
こ
と

も
城
の
破
壊
に
大
き
く
関
わ
っ
た
。

石
垣
が
少
な
い
土
塁
や
堀
は
、
次
々

と
崩
さ
れ
埋
め
立
て
ら
れ
、
市
民

に
親
し
ま
れ
た
御
本
丸
の
土
塁
や

堀
も
昭
和
三
十
年
代
に
消
滅
し
名

城
は
潰
え
た
。

　

宇
都
宮
市
内
に
は
歴
史
的
な
建

物
等
が
少
な
い
。
宇
都
宮
城
の
復

元
を
機
に
、
歴
史
を
取
り
込
ん
だ

街
作
り
を
さ
ら
に
進
め
た
い
も
の

だ
。
歴
史
を
感
じ
な
い
街
は
、
空

虚
な
感
じ
が
す
る
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
な
い
た
め
に
も
。

復元された富士見櫓
（宇都宮市教育委員会提供）

宇都宮御城内外絵図
（宇都宮市教育委員会提供）

宇
都
宮
城
の
変
遷
を
た
ど
る



国外ＱＲコード型決済
（アリペイ、ウイチャットペイなど）

国内ＱＲコード型決済
（ラインペイ、ペイペイ、

 楽天ペイ、オリガミペイなど）

スーパーが発行するＩＣプリペイドカード
（WACON、nanacoなど）

鉄道会社が発行するＩＣプリペイドカード
（PASMO、SUICAなど）

銀聯カード
（中国が発行するカード）

クレジットカード
（VISA、MASTER、JCBなど）

その他

キャッシュレス決済に関心があった

セキュリティ面で安心

初期導入費用が不要または安い

レジで支払いにかかる時間が現金より早い

現金支払いに関する作業・費用を減らしたい

決済手数料が安かった

同業他社も導入している

外国人の顧客が増えており必要となった

売上向上効果が見込める

顧客からの要望があった

小売業
55%

飲食業
31%

サービス業
（理美容・クリーニング・

宿泊・写真撮影）
14%

■キャッシュレス決済導入事業者全体 ■今回の国の補助により導入した事業者

■キャッシュレス決済導入事業者全体 ■今回の国の補助により導入した事業者
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今回国の補助を受けて導入した種類図2

キャッシュレス決済を導入した理由と、
今回国の補助を受けて導入した理由図3

業種構成図1
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売上に占める割合図4
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シ
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昨
年
10
月
１
日
に
消
費
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。
国
は
需
要
平
準
化
対
策
と
し
て
、
税
率

引
き
上
げ
後
の
９
カ
月
間
に
お
い
て
、
消
費
者
を

対
象
と
す
る
「
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
・
消
費
者
還
元
事

業
」
と
と
も
に
、
導
入
す
る
中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
（
中
小
小
売
店
等
）
に
対
し
て
、
決
済

手
数
料
や
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
手
段
（
決
済
端
末

等
）
導
入
コ
ス
ト
の
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
当
所
で
は
、
小
売
・
飲
食
・
サ
ー
ビ
ス

業
を
対
象
に
「
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

◎
調
査
概
要

【
調
査
目
的
】　

市
内
産
業
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今

後
の
商
工
会
議
所
事
業
を
行
う
上
で
の
基
礎
デ
ー

タ
に
す
る
た
め
。

【
調
査
期
間
】　

令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
11
月
27
日（
水
）
〜

令
和
２
（
２
０
２
０
）
年
１
月
24
日
（
金
）

【
調
査
対
象
者
】　

約
２
、０
０
０
件

　

宇
都
宮
商
工
会
議
所
商
業
小
売
部
会
会
員

（
８
１
７
件
）、
同
環
境
衛
生
部
会
会
員
（
７
０
６

件
）
お
よ
び
宇
都
宮
市
商
店
街
連
盟
加
盟
商
店

街
会
員
（
８
６
９
件
）の
中
小
企
業
で
あ
る
小
売
・

飲
食・サ
ー
ビ
ス
（
理・美
容
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
写
真
、

宿
泊
等
）
業
者
（
合
計
２
、３
９
２
件
）

※
宇
都
宮
市
商
店
街
連
盟
加
盟
商
店
街
会
員
は

当
所
商
業
小
売
部
会
お
よ
び
環
境
衛
生
部
会
会

員
と
重
複
す
る
と
と
も
に
、
対
象
外
業
種
も
含

ま
れ
る
た
め
、
推
計
値
と
し
て
５
０
０
件
と
し
、

調
査
対
象
者
を
約
２
、０
０
０
件
と
し
ま
し
た
。

【
調
査
方
法
】　

調
査
票
を
郵
送
お
よ
び
持
参
し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
回
答

【
有
効
回
答
数
】　

２
４
１
件（
回
答
率 

12・１
％
）

◎
調
査
結
果

　

回
答
し
た
事
業
者
は
小
売

業
が
55
％
と
半
数
を
占
め
、

続
い
て
飲
食
業
31
％
、
サ
ー

ビ
ス
業
14
%
で
し
た
（
図
1
）。
ま
た
企
業
形
態
で

は
、
法
人
企
業
が
約
70
%
を
占
め
、
従
業
員
数

で
は
５
人
以
下
の
小
規
模
事
業
者
が
約
70
%
で

し
た
。

1 

導
入
状
況

　

キ
ャ
ッ
シ
ュレ
ス
決
済
の
導
入
状
況
に
つ
い
て
は
、

全
体
の
56
％
の
事
業
者
が
導
入
し
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
33
％
の
事
業
者
（
総
数
で
の
割
合
は
19
％
）

は
、
今
回
の
国
の
補
助
を
受
け
て
の
導
入
で
し
た
。

　

ど
の
よ
う
な
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
が
最
も

多
く
１
１
０
件
、
次
い
で
国
内
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済

（
ラ
イ
ン
ペ
イ
、
ペ
イ
ペ
イ
、
楽
天
ペ
イ
そ
の
他
）
が

86
件
で
し
た
（
複
数
回
答
可
）（
図
２
）。

　

今
回
の
国
の
補
助
を
受
け
て
導
入
し
た
事
業
者

に
限
って
み
る
と
、
国
内
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
型
決
済
が
39

件
と
最
も
多
く
、
次
い
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

の
28
件
で
し
た
（
同
）。

2 

導
入
理
由

　

キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
導
入
の
理
由
（
複
数
回
答

可
）
に
つ
い
て
、
導
入
事
業
者
で
は
「
売
上
向
上

効
果
が
見
込
め
る
」
54
件
、「
顧
客
か
ら
の
要
望
」

50
件
、「
初
期
導
入
費
用
が
不
要
ま
た
は
安
か
っ

た
」
39
件
の
順
で
し
た
。
国
の
補
助
を
受
け
て
導

入
し
た
事
業
者
で
は
「
初
期
導
入
費
用
が
不
要

ま
た
は
安
か
っ
た
」
23
件
、「
売
上
向
上
効
果
が

見
込
め
る
」
20
件
、「
決
済
手
数
料
が
安
か
っ
た
」

17
件
な
ど
で
し
た
（
図
3
）。

　

政
府
の
補
助
政
策
が
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
導
入

の
き
っ
か
け
と
な
って
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

3 

導
入
効
果

　

キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
導
入
後
の
客
数
お
よ
び
客

単
価
に
つい
て
の
質
問
で
は
ど
ち
ら
も
「
変
わ
ら
な

い
」
約
60
％
、「
効
果
は
分
か
ら
な
い
」
約
30
％
で
、

合
わ
せ
て
約
90
％
で
し
た
。
国
の
補
助
を
受
け
て

導
入
し
た
事
業
者
に
限
っ
て
も
お
お
む
ね
同
程
度

の
割
合
に
近
い
結
果
で
す
の
で
、
導
入
効
果
は
今

の
と
こ
ろ一
部
の
事
業
者
に
限
ら
れ
て
い
る
の
が
現

状
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
売
上
全
体
に
占
め
る
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決

済
の
割
合
に
つい
て
は
、
半
数
の
事
業
者
が
「
10
％

未
満
」で
し
た
。「
10
％
〜
20
％
」「
20
％
〜
30
％
」

と
回
答
し
た
事
業
者
数
と
合
わ
せ
る
と
約
80
％
に

な
り
ま
す
（
図
4
）。

4 

今
後
の
導
入
の
有
無

　

未
導
入
の
事
業
者
に
理
由
を
た
ず
ね
る
と
「
顧

客
か
ら
の
要
望
が
な
い
」
が
56
件
、「
売
上
向
上

効
果
が
見
込
め
な
い
」「
決
済
手
数
料
が
高
い
」

「
入
金
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
27

件
で
し
た
。

　

ま
た
、今
後
の
導
入
予
定
に
つい
て
の
質
問
に
は
、

「
導
入
予
定
」
が
９
％
に
と
ど
ま
り
、「
導
入
す

る
予
定
な
し
」
が
58
％
、「
分
か
ら
な
い
」
が

33
％
で
し
た
。
導
入
に
つ
い
て
は
慎
重
な
姿
勢
の

事
業
者
が
多
い
と
い
う
現
状
が
浮
き
彫
り
に
な
り

ま
し
た
。

5 

そ
の
他

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
手
数
料
に
つ
い
て
の
考
え
を
質
問
し
ま
し

た
。
妥
当
な
料
率
に
つい
て
は「
１
％
未
満
」42
％
、

「
１
〜
２
％
未
満
」
28
％
で
、
合
わ
せ
て
約
70
％

が
「
２
％
未
満
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

　

キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
に
つ
い
て
知
り
た
い
内
容
を

た
ず
ね
る
と
「
自
店
に
あ
っ
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
」
54
件
、「
初
期
導
入
費
用
、
決
済
手
数
料
」

44
件
、「
導
入
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
」
42
件
な
ど
で
し

た
（
図
5
）。

　

そ
の
他
、
頂
い
た
ご
意
見
と
し
て
は
「
令
和
２

年
６
月
に
決
済
手
数
料
の
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
た

場
合
に
は
、
手
数
料
の
関
係
で
使
用
し
な
い
こ
と

が
あ
り
得
る
」「
国
内
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
初
年
度
の

決
済
手
数
料
が
無
料
と
い
う
こ
と
で
導
入
し
た
が
、

次
年
度
以
降
は
通
常
の
手
数
料
率
に
戻
る
た
め
、

高
す
ぎ
て
耐
え
ら
れ
な
い
」「
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済

手
段
の
種
類
が
多
す
ぎ
る
」な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

中
小
商
業
者
に
と
って
、
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
の

導
入
は
売
上
拡
大
が
期
待
で
き
る
施
策
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
導
入
後
の
客
数
や
客
単
価
が
導
入
前

と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
回
答
が
多
い
こ
と
か
ら
、

導
入
効
果
が
実
感
で
き
て
い
な
い
現
状
も
見
え
て

き
ま
し
た
。ま
た
、未
導
入
の
事
業
者
に
と
って
は
、

自
店
に
合
っ
た
決
済
サ
ー
ビ
ス
が
分
か
ら
な
い
た
め

に
、
コ
ス
ト
や
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
疑
問
を
持
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

今
後
の
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済
導
入
推
進
に
つい
て

は
、
決
済
手
数
料
の
コ
ス
ト
負
担
も
含
め
て
、
こ

れ
ら
の
課
題
解
決
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
報
告
書
は
、
当
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　当所では小売・飲食・サービス業を対象に「キャッシュ
レス決済に関するアンケート調査」を実施しました。
報告書がまとまりましたので、概略をご報告します。

導入が進む
キャッシュレス決済
5割が導入も
決済手数料が課題か

特集3 キャッシュレス決済アンケート

特集3／ キャッシュレス決済アンケート調査

地域実態調査
（キャッシュレス決済）
調査結果報告書

問合せ

地域振興部
☎028-637-3131



　　 UTSUNOMIYA

キタカンだより

北
関
東
自
動
車
道
の
開
通
で
、よ
り
近
く
な
っ
た
北
関
東
の
三
県
。

知
っ
て
い
る
よ
う
で
案
外
知
ら
な
い「
お
隣
さ
ん
」群
馬
県・茨
城
県
の

魅
力
や
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。ぜ
ひ
足
を
延
ば
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

3月
March

　　 MITOMAEBASHI
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宇
都
宮
の
中
心
部
を
流
れ

る
釜
川
は
、
街
の
風
景
の
中

に
水
辺
が
持
つ
風
情
に
加
え

憩
い
と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す

水
辺
の
空
間
で
、
中
心
市
街

地
の
貴
重
な
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

　
「
御
橋
」か
ら「
出
雲
橋
」の

区
域
は
、
3
月
下
旬
か
ら
枝

垂
れ
桜
が
咲
き
誇
り
、
隠
れ

た
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
釜
川
に
全
国
で
も
珍

し
い
取
り
組
み
と
し
て
川
床

を
設
置
し
ま
す
。
川
面
か
ら

満
開
の
花
を
満
喫
で
き
る
新

た
な
名
所
を
ご
堪
能
く
だ
さ

い
。

【
開
催
期
間
】

令
和
2
年
3
月
27
日（
金
）
～

4
月
5
日（
日
）10
日
間

【
開
催
時
間
】

◎
川
床
開
放
時
間　

11
時
～
20
時　

　

た
だ
し
、
金
・
土
は
21
時
ま
で

◎
ぼ
ん
ぼ
り
点
灯　

18
時
～
21
時

◎
模
擬
店
等
の
出
店　

　

土
・
日
の
11
時
～
16
時　
　
　
　
　

【
会
場
】

釜
川　

牧
水
亭
～
出
雲
橋
間

（
宇
都
宮
市
中
央
5
丁
目
北
側
）

【
問
合
せ
】

特
定
非
営
利
活
動
法
人

宇
都
宮
ま
ち
づ
く
り
推
進
機
構

☎
0
2
8
-6
3
2
-8
2
1
5

かまがわ川床桜まつり

　

赤
城
南
面
千
本
桜
ま
つ

り
を
今
年
も
開
催
し
ま
す
。

桜
ま
つ
り
期
間
中
は
、
地

元
の
新
鮮
な
農
産
物
な
ど

の
ふ
れ
あ
い
物
産
市
や
郷

土
芸
能
等
の
ス
テ
ー
ジ
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、大
道
芸
等
、

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
日
没
後
か
ら
21

時
30
分
ま
で
は
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
に
よ
り
美
し
い
夜
桜

を
堪
能
い
た
だ
け
ま
す
。

（
情
報
提
供
：
前
橋
商
工
会
議
所
）

「さくら名所100選の地」
赤城南面千本桜まつり開催!!

会　期／４月4日（土）～19日（日）
 ※桜の開花状況により変更する場合があります
　　　　　桜まつりの開催は、ホームページ等でご確認ください
場　所／赤城南面千本桜（群馬県前橋市苗ヶ島町 2511-２）
 ※ まつり期間中はJR前橋駅（毎日）・東武鉄道赤城駅（土日のみ）
 周遊バスが運行されます（大人 1,500円・子ども 750円）
 ※入場無料・期間中は有料駐車場有り（約990台）
問合せ／おまつり期間中専用ダイヤル　☎027-288-0256（9:00～18:00）
 （公財）前橋観光コンベンション協会　☎027-235-2211

赤城南面千本桜まつり

期　間／4月1日（水）～15日（水）
会　場／千波公園・桜山（護国神社周辺）・桜川・水戸大師・六地蔵寺
その他みどころ／大串貝塚 ふれあい公園・内原渡満道路（内原市民運動場付近）・
 黄門さんの漫遊さくら堤（水戸市水府町那珂川河川敷）
問合せ／水戸観光コンベンション協会　☎029-224-0441

第36回　水戸の桜まつり

宇
都
宮
市
か
ら
の
お
知
ら
せ

登
録
無
料
！

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
人
づ
く
り
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
会
員
募
集
！

　

水
戸
市
の
春
を
彩
る「
水
戸
の

桜
ま
つ
り
」は
、
市
内
に
あ
る
桜

の
名
所
で
開
催
。
千
波
公
園
、
桜

山
、
桜
川
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
・
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
な

ど
が
美
し
く
咲
き
競
い
ま
す
。

　

ま
つ
り
期
間
中
は
、
桜
山
・
桜

川
の
ボ
ン
ボ
リ
装
飾
、
千
波
湖
畔

の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
な
ど
が
行
わ
れ

る
ほ
か
、
野
点
茶
会
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

桜
で
色
づ
く
春
の
水
戸
を
、
心

行
く
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
情
報
提
供
：
水
戸
商
工
会
議
所
）

※
今
後
の
状
況
に
よ
り
、
内
容
が
変
更
ま
た

は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

第36回 水戸の桜まつり

宇都宮市HP
SDGs人づくり
プラットフォーム

宇
都
宮
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎
各
種
の
人
権
啓
発
冊
子
・
ビ
デ
オ
を

配
布
・
貸
出
し
し
ま
す
。

　

企
業
研
修
な
ど
で
活
用
で
き
る
啓
発
資

料
と
し
て
、
人
権
啓
発
冊
子
・
ビ
デ
オ
を

無
料
で
配
布
・
貸
出
し
し
て
い
ま
す
。
実

例
を
用
い
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
や
ド
ラ
マ

仕
立
て
の
動
画
な
ど
を
通
じ
て
、
よ
り
実

践
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。こ
れ
ら
の
啓
発
資
料
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
も
公
開
さ
れ
て
お
り
、
誰
で
も

自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特

設
ペ
ー
ジ「
企
業
と
人
権
」に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局
で
は
、
企
業
に
お

け
る
人
権
研
修
の
お
手
伝
い
を
行
っ
て
い

ま
す
。

◎
企
業
に
お
け
る
人
権
研
修
に
講
師
を
派

遣
し
ま
す
。

　

法
務
局
で
は
、
企
業
等
か
ら
の
要
望
に

応
じ
て
、
人
権
研
修（
大
人
の
人
権
教
室
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
法
務
局
職
員
ま
た

は
人
権
擁
護
委
員
が
講
師
と
し
て
伺
い
ま

す
。
費
用
は
無
料
で
す
。

※
宇
都
宮
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

宇
都
宮
市
で
は
、
企
業
の
事
業
主
や
健

康
管
理
担
当
者
の
健
康
づ
く
り
の
意
欲
が

高
ま
る
・
実
践
に
つ
な
が
る
健
康
情
報
を

集
約
し
た
サ
イ
ト
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

積
極
的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
事

業
所
の
事
例
や
健
康
づ
く
り
の
具
体
的
な

方
法
な
ど
、
ぜ
ひ
、
職
場
の
健
康
づ
く
り

に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

企
業
と
人
権
～
企
業
の
人
権
研
修
担
当
者
の
皆
様
へ
～

「
職
場
に
お
け
る
健
康
づ
く
り
応
援
サ
イ
ト
」を
開
設
し
ま
し
た

職場における
健康づくり
応援サイト

宇都宮地方法務局
ホームページ

「企業と人権」
ホームページ

問合せ

宇
都
宮
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
0
2
8-

6
2
3-

0
9
2
5

問合せ

宇
都
宮
市
保
健
福
祉
部
健
康
増
進
課

☎
0
2
8-

6
2
6-

1
1
2
8

問合せ

宇
都
宮
市
環
部
環
境
政
策
課

☎
0
2
8-

6
3
2-

2
4
0
4

　

詳
細
は
、
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読

み
取
り
、
宇
都
宮
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

宇
都
宮
市
で
は
、
市
民
・
事
業
者
に

対
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
解
促
進
や
認
知

度
向
上
を
図
っ
て
い
く
た
め
、「
宇
都
宮

市
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
人
づ
く
り
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
」を
設
立
し
ま
し
た
。

　

こ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
先
進
的
な
取
り
組
み
事
例
の
紹
介
や

イ
ベ
ン
ト
等
の
情
報
発
信
、
市
民
や
事
業

者
向
け
の
勉
強
会
、
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、

各
種
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
普
及
啓
発
活
動

の
実
施
な
ど
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、

一
緒
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
普
及
啓
発
を
行
う
市

内
の
企
業
や
団
体
の
会
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

会
員
に
な
る
と
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

が
実
施
す
る
勉
強
会
や
イ
ベ
ン
ト
等
に
お

い
て
、
会
員
の
取
組
紹
介
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
や
、
会
員
が
実
施
す
る
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
取
組
事
例
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
へ
の
掲

載
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
の
ほ
か
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
に
お
け
る
活
動
を
通
し
た
会
員
相
互
の

交
流
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
会
員
が
実
施
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
後
援
や
、
啓
発
物

品
の
貸
し
出
し
も
行
い
ま
す
。

　

会
員
対
象
は
、
宇
都
宮
市
内
に
本
社

や
支
店
な
ど
の
事
業
所
を
置
く
企
業
や

団
体
を
要
件
と
し
て
お
り
、
法
人
格
の

有
無
は
問
い
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
会
金
や

会
費
等
は
無
料
で
す
。
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